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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移

　

回次 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期

決算年月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月

売上高 (千円) 46,500,67747,006,23146,367,82946,605,45946,171,400

経常利益(△損失) (千円) 373,108 388,247△511,873△371,218 23,738

当期純利益(△損失) (千円) 418,476 349,413△948,795△900,114△202,569

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) － － － － －

資本金 (千円) 2,913,0002,913,0002,913,0003,335,5003,335,500

発行済株式総数 (株) 12,662,10012,662,10012,662,100

普通株式 普通株式

12,662,10012,662,100
Ａ種無議決権
種類株式

Ａ種無議決権
種類株式

3,250,0003,250,000

純資産額 (千円) 8,388,6758,710,7817,888,0397,798,3717,453,662

総資産額 (千円) 31,016,14130,318,25428,773,58628,040,17725,108,991

１株当たり純資産額 (円) 679.85 706.15 639.64 500.21 478.16

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)

(円)

7.50

(－)

7.50

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

１株当たり当期純利益
(△損失)

(円) 33.46 28.32 △76.92 △71.34 △13.00

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 27.0 28.7 27.4 27.8 29.7

自己資本利益率 (％) 5.1 4.1 △11.4 △11.5 △2.7

株価収益率 (倍) 5.71 10.52 － － －

配当性向 (％) 22.4 26.5 － － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,012,833865,039 712,173 322,648 317,967

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 502,991△47,098△245,233 △6,816 209,827

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,337,130△1,000,199△783,607 115,453△1,186,203

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 3,538,2483,355,9903,039,3233,470,6082,812,201

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(名)

(名)
515
(247)

531
(254)

545
(212)

560
(217)

560
(228)
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(注) １　当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、第63期までは子会社及び関連会社を有しておりませんでしたの

で、記載しておりません。第64期、第65期、第66期、第67期は非連結子会社１社を有しておりますが、利益水準及

び利益剰余基準からみて重要性の乏しい子会社であるため、記載しておりません。

４　第66期の発行済株式総数の増加は、平成18年11月17日開催の臨時株主総会決議により、第三者割当による新株

発行を決議したことによるものです。

５　Ａ種無議決権種類株式は、会社の組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款変更、事業譲渡又は解散に

関する事項について議決権を有しております。

６　純資産額の算定にあたり、第66期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第

５号平成17年12月９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準適用指針第８号　平成17年12月９日)を適用しております。

７　第66期、第67期の１株当たり純資産額の計算にあたっては、Ａ種無議決権種類株式を普通株式と同等の株式と

して取り扱っております。

８　第66期、第67期の１株当たり当期純損失の計算にあたっては、Ａ種無議決権種類株式を普通株式と同等の株式

として取り扱っております。

９　第63期、第64期、第65期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

10　第66期、第67期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

11　第65期、第66期、第67期の株価収益率は、当期純損失を計上したため、記載しておりません。

12　第65期、第66期、第67期の配当性向は、当期純損失を計上したため、記載しておりません。
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２ 【沿革】

　

年月 事項

昭和24年７月 株式会社新宿川吉紙店設立、内装材商品の販売代理店及び文房具等の小売を開始。

昭和30年４月 自社ブランド商品の販売を開始。

昭和43年５月 商号を株式会社カワキチに変更。

　　　　９月
事務機器部(現オフィス事業部)を新設、文房具に加えオフィス家具及び事務機器の販売を本格的に

開始。

　　　　９月 首都圏における内装材商品の配送拠点として江東配送センターを開設。

昭和45年４月 関西・四国・北陸地区の営業拠点として大阪支店を開設。

昭和46年５月 北海道地区の営業拠点として札幌出張所(現札幌支店)を開設。

昭和47年３月 全国の支店等に対する内装材商品補給倉庫として戸田流通センターを開設。

昭和48年４月 商品開発部門として商品企画室(現マーケティング本部)を新設。

昭和49年４月 九州地区の営業拠点として福岡出張所(現九州支店)を開設。

昭和51年３月 東北地区の営業拠点として仙台出張所(現東北支店)を開設。

昭和51年８月 江東配送センターを廃止し、東京流通センターを開設。

昭和55年３月 中国地区の営業拠点として中国支店(現広島支店)を開設。

昭和58年４月 関西以西の支店等に対する内装材商品補給倉庫として東大阪流通センター(東大阪市)を開設。

昭和59年５月 トータルインテリア企業を目指してカーテンを発売。

昭和60年４月
トータルインテリア企業としての地歩を固めるため、カーテンに引続き床材のうちカーペットを発

売。

昭和62年２月
首都圏における配送業務及び東日本の支店等に対する内装材商品補給倉庫として首都圏流通セン

ター(千葉県習志野市)を開設。

　　　　３月 戸田流通センターを廃止。

平成元年４月 商号をリリカラ株式会社に変更。

平成３年７月 株式を社団法人日本証券業協会に店頭売買銘柄として登録。

(注)　当社株式は、日本証券協会への店頭登録を取消し、平成16年12月13日付でジャスダック証券取引所に上場され　て

います。

EDINET提出書類

リリカラ株式会社(E02743)

有価証券報告書

 4/75



３ 【事業の内容】

当社はインテリア事業及びオフィス事業を営んでおります。

インテリア事業は、壁装材、カーテン、床材を中心とする内装材商品の仕入及び販売を行っており、主とし

て当社独自で開発した商品「リリカラ」をメーカーに製造委託し、代理店あるいは一部内装工事業者等に

販売しております。

オフィス事業は、オフィス家具、事務用品等の仕入及び販売を行っております。

以上述べた内容を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

　

　

　

(注) １　内装工事業者等への販売は関西地区を中心に僅少な為、破線で表示しております。

２　麗彩壁紙（上海）有限公司（非連結子会社）について、平成19年８月24日開催の当社取締役会において解散及

び清算することを決議いたしました。
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４ 【関係会社の状況】

当社の非連結子会社である麗彩壁紙（上海）有限公司（資本金68,257千円　当社の議決権比率100％）に

ついて、平成19年８月24日開催の取締役会において解散及び清算することを決議いたしました。

　

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

事業区分別の従業員数

平成19年12月31日現在

区分 従業員数(人)

インテリア事業 415(203)

オフィス事業 121( 24)

その他 24 (　1)

合計 560(228)

　

従業員数、平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与

平成19年12月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

560 36.6 12.1 4,660,761

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当期の平均人員を(　)内に外書で記載しております。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、上期においては好調な企業収益や雇用改善を背景に景気拡大傾向

が続き、堅調に推移するものと見られておりましたが、下期より発展途上国を中心とした需要の盛り上が

りをうけた一次産品の価格上昇、特に原油価格の高騰に加え、米国のサブプライムローン（信用力が低い

個人向け住宅融資）問題の各国への広がりの影響をうけ、個人消費の減少傾向が明確化し、急速に景気後

退に対する懸念が高まりました。

　インテリア業界では６月に施行された改正建築基準法の影響を受け、重要な指標である新設住宅着工戸

数は前年比17.8％減、特に対前年下期比では32.1％減の年間106万戸となり、厳しい状況が続いておりま

す。

　このような環境のもとで、当社の売上高は前年比0.9％減の46,171百万円となりました。

　事業別の状況を見ますと、インテリア事業につきましては、主力の壁装材は、２月に豊富なビジュアルを

まじえ壁紙が楽しく選べるコーディネートプラン集の見本帳“レッツリフォーム”、４月には仕上がり

の美しさにこだわった、全点準不燃ビニル壁紙の見本帳“Ｖ－ウォール1000”を発行し販売に注力いた

しましたが、壁装材全体での売上高は、前年比3.2％減の20,472百万円となりました。

　カーテンにつきましては、２月に医療・福祉・教育などの各種施設向けの見本帳“コントラクトカーテ

ン”を発行、10月にはライフスタイル提案を一層充実させ、よりリーズナブルになった見本帳“サーラ

3300”を発行し拡販に努めましたが、売上高は前年比3.4％減の8,399百万円となりました。

　床材につきましては、５月に人気のタフテッドカーペットを中心に、住宅用にお求めやすい商品を多く

収録した見本帳“カーペットMIO Vol.9”を発行し、売上高は前年比1.8％増の4,905百万円となりまし

た。これらの結果インテリア事業全体の売上高は、前年比2.7％減の36,637百万円となりました。

　一方、オフィス事業につきましては、顧客満足度を高めるための営業強化、新規顧客の開拓等に注力し、

売上高は前年比6.5％増の9,533百万円となりました。

　利益面におきましては、原価低減努力によりオフィス事業の売上原価率が低下しましたが、インテリア

事業では若干上昇したことから、全体での売上総利益率は低下し、売上総利益は前年比1.3％減の10,368

百万円となりました。販売費及び一般管理費につきましては、見本帳費、広告宣伝費をはじめ全ての費目

に関して徹底的な見直しを図り、前年比556百万円の削減を行った結果、営業利益は前年比416百万円増の

137百万円、経常利益は前年比394百万円増の23百万円となりました。特別損益といたしましては、投資有

価証券売却益を特別利益として計上したものの、平成20年1月に実施するインテリア事業の希望退職者募

集に係る割増退職金、関係会社の清算に伴う関係会社出資金評価損、インテリア事業の１拠点についての

減損損失等を特別損失として計上したことから、当期純損失は前年比697百万円減少したものの202百万

円となりました。

　期末配当金につきましては、株主の皆様に利益還元を行うべく懸命の努力をいたしましたが、当期純損

失を計上するに至り、誠に遺憾ではありますが期末配当金を無配とさせていただきます。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主要因はつぎのとおりであります。

　当事業年度の現金及び現金同等物（以下資金という。）は、前年比658百万円減の2,812百万円となりま

した。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　当事業年度における営業活動により得た資金は、前年比４百万円減の317百万円となりました。これは、

税引前当期純損失（150百万円）、仕入債務の減少（1,336百万円）、長期前払見本帳費及び見本帳製作仮

勘定の増加（267百万円）等の減少要因はありましたが、棚卸資産の減少（854百万円）、売上債権の減少

（840百万円）、固定資産購入等支払手形の増加（114百万円）、割増退職金（101百万円）等の増加要因

によるものであります。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

　当事業年度における投資活動により得た資金は、前年比216百万円増の209百万円となりました。これは

主に、投資有価証券の売却による収入（115百万円）、保証金の回収による収入（98百万円）によるもの

であります。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　当事業年度における財務活動により使用した資金は、前年比1,301百万円増の1,186百万円となりまし

た。これは、主に長・短期借入金の返済、社債の償還によるものであります。
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２ 【仕入及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当事業年度の仕入実績を事業区分別に示すと次のとおりであります。

　

事業区分 商品区分

第67期
（自　平成19年１月１日
　　至　平成19年12月31日）

金額(千円) 前年同期比(％)

インテリア事業

壁装材 14,772,445 94.4

カーテン 5,946,678 91.6

床材 4,249,607 96.8

その他 2,651,717 96.0

小計 27,620,448 94.3

オフィス事業

オフィス家具 6,499,434 109.9

事務用品等 1,519,890 89.7

小計 8,019,324 105.4

合計 35,639,773 96.6

(注)　金額には消費税等を含んでおりません。

　

(2) 販売実績

当事業年度の販売実績を事業区分別に示すと次のとおりであります。

　

事業区分 商品区分

第67期
（自　平成19年１月１日
　　至　平成19年12月31日）

金額(千円) 前年同期比(％)

インテリア事業

壁装材 20,472,625 96.8

カーテン 8,399,402 96.6

床材 4,905,222 101.8

その他 2,860,637 95.8

小計 36,637,888 97.3

オフィス事業

オフィス家具 7,734,950 110.3

事務用品等 1,798,561 92.8

小計 9,533,512 106.5

合計 46,171,400 99.1

(注)　金額には消費税等を含んでおりません。
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３ 【対処すべき課題】

当社を取り巻く環境は依然として厳しい状況で推移するものと予想され、以下の課題を重点的に推進し

てまいります。

(1)　損益分岐点の改善

企業体力の強化を目指し、売上原価の低減のみならず、販売費及び一般管理費の徹底的な見直しを行い

コストダウンを図ります。

　

(2)　付加価値の高い中高級品の販売強化

今後も堅調な推移が見込まれるリフォーム市場を始め戦略的な見本帳開発を行い、お客様に豊かな住

生活を提供するために、魅力ある商品やサービスを提供してまいります。

　

(3)　オフィス事業における顧客基盤の拡大

社内における営業体制を見直し、顧客へのアプローチを更に強化し、積極的な営業活動と効果的なプラ

ンニングを行ってまいります。

　

(4)　財務体質の向上

資産の流動化などの資金調達手段の利用により、有利子負債の一層の圧縮策を講じるほか、キャッシュ

・フローの重視を心がけ、企業価値の向上を目指してまいります。

　

４ 【事業等のリスク】

当社の事業、経営成績及び財政状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあ

る事項には、以下のようなものがあります。なお、本項に含まれる将来に関する事項については、本有価証券

報告書の提出日現在において当社が判断したものです。

(1)　業績について

当社の業績は需給の変化等に起因する市況変動の影響を受け、下期に売上高が偏る傾向にあります。当期及び前期

の売上推移等は下表のとおりです。

第66期
（自　平成18年１月１日
　　至　平成18年12月31日）

第67期
（自　平成19年１月１日
　　至　平成19年12月31日）

上期 下期 通期 上期 下期 通期

売上高（百万円） 22,312 24,293 46,605 23,066 23,105 46,171

売上総利益（百万円） 4,976 5,530 10,507 5,105 5,262 10,368

営業利益又は営業損失
（△）（百万円）

△448 169 △278 △116 254 137

　

(2)　原料価格の変動について

当社がメーカーに製造委託している商品のうち、主力である壁装材のビニルは、石油化学関連製品の価

格変動の影響を受けるものであります。原油価格については需給バランス等により価格の変動率が高い

ため、原油価格の上昇はコスト高の要因となり、当社の業績に影響を及ぼすおそれがあります。

　

(3)　与信管理について

当社では、債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の貸倒実績率等に基づき、貸倒引当金を計上し

ております。また、債権管理に注力し販売先の業容、資力に応じた与信限度額を設定するとともに、必要に

応じ保証人をつける等不良債権の発生を極力抑制するよう努めております。しかしながら、景気後退等に

より今後貸倒引当金の積み増しを要する事態が生じる可能性があります。
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(4)　災害等について

当社の本社及び主要な拠点は日本を本拠としております。地震、火災、洪水等の災害により影響を受け

る場合があり、これらの事象が発生した地域においては、当社の拠点の一部で活動が遅延や混乱及び停止

する可能性があります。また、損害を被った設備等の修復により、財政状態及び経営成績に悪影響を与え

る可能性があります。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。
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６ 【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。

　

７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1)　財政状態の分析

当事業年度の総資産は25,108百万円となり、前事業年度に比べ2,931百万円の減少となりました。

当事業年度末の流動資産は16,967百万円となり、前事業年度に比べ2,563百万円の減少となりました。

減少の主な要因は、在庫圧縮による商品の減少854百万円、手形債権の流動化を推進したことによる受取

手形の減少753百万円、現金預金の減少658百万円等であります。

当事業年度末の固定資産は8,141百万円となり、前事業年度に比べ367百万円の減少となりました。見本

帳製作仮勘定の増加206百万円等の増加要因はありましたが、有形固定資産の減価償却96百万円、無形固

定資産の減価償却36百万円、投資その他の資産は投資有価証券の減少273百万円、保険積立金の減少81百

万円等の減少要因によるものであります。

当事業年度末の流動負債は16,439百万円であり、前事業年度に比べ2,195百万円の減少となりました。

固定資産購入等支払手形の増加114百万円等ありましたが、買掛金の減少879百万円、１年内返済予定の長

期借入金の減少534百万円、支払手形の減少456百万円、短期借入金の減少409百万円等の減少要因による

ものであります。

当事業年度末の固定負債は1,215百万円となり、前事業年度に比べ390百万円の減少となりました。主な

要因は、社債の減少120百万円、長期借入金の減少109百万円、繰延税金負債の減少99百万円等によるもの

であります。

当事業年度末の純資産は7,453百万円となり、前事業年度に比べ344百万円の減少となりました。

　

(2)　経営成績の分析

当事業年度の売上高は46,171百万円となり、前事業年度に比べ434百万円減少いたしました。これはオ

フィス事業が581百万円増加したものの、インテリア事業において新設住宅着工戸数の大幅な減少のあお

りを受け、1,015百万円減少したことによるものであります。

売上原価率はオフィス事業は0.62％改善したものの、インテリア事業において0.11％上昇し、売上原価

は35,803百万円となりました。その結果、売上総利益は前事業年度に比べ139百万円減の10,368百万円と

なりました。

販売費及び一般管理費は見本帳費、広告宣伝費をはじめ削減に努めた結果、前事業年度に比べ556百万

円減の10,230百万円となり、営業利益は前事業年度に比べ416百万円増の137百万円となりました。

営業外収益は受取利息の増加３百万円、債務整理益の減少８百万円を主因として、１百万円減少の86百

万円となり、営業外費用は、手形売却損の増加35百万円、支払利息の減少10百万円を主因として20百万円

増加の200百万円となりました。その結果、経常利益は前事業年度に比べ394百万円増加し、23百万円とな

りました。また、投資有価証券売却益75百万円を特別利益に計上し、割増退職金101百万円、関係会社出資

金評価損71百万円、減損損失61百万円等249百万円を特別損失に計上したことから、当期純損失は前事業

年度に比し697百万円減少し、202百万円となりました。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

記載すべき事項はありません。

なお、当事業年度中に重要な影響を及ぼす設備の売却・撤去はありません。

　

２ 【主要な設備の状況】

平成19年12月31日現在

事業所名等
(所在地)

事業区分別の
名称

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業
員数
(人)

土地
建物 構築物

機械及
び装置

車両
運搬具

工具器具
備品

合計
面積
(㎡)

金額
(千円)

本社
(東京都新宿区)

管理部門
インテリア事業
オフィス事業

全社管理業
務設備
営業用設備

－ － 36,359－ 239 － 15,05551,653341

札幌支店
(札幌市西区)

インテリア事業 営業用設備 9,099386,227225,0152,527185 576 6,267620,79821

東北支店
ほか５営業所

インテリア事業 営業用設備 － － － － － － － － 31

大阪支店
ほか５営業所

インテリア事業 営業用設備
[230]
425

[33,532]
62,040

[114,011]
210,498

－ 3,399 － 1,219
[147,544]
277,157

43

九州支店
ほか３営業所

インテリア事業 営業用設備 － － － － － － 1,639 1,63933

広島支店
ほか２営業所

インテリア事業 営業用設備 － － － － － － 2,358 2,35825

首都圏流通セン
ター
(千葉県習志野市)

インテリア事業 営業用設備 6,565675,886378,3533,4491,100 113 3,1691,062,0722

東京流通センター
(東京都品川区)

インテリア事業 営業用設備 － － 37,576－ － 4,3386,26348,17738

東大阪流通セン
ター
(大阪府東大阪市)

インテリア事業 営業用設備 5,6101,063,635269,3767,8086,717 32715,9891,363,85526

社宅等福利厚生施
設
(神奈川県横須賀市
ほか141か所)

その他
その他の
設備

(439)
564

25,00690,175－ － － 30 115,212－

賃貸用設備
(仙台市青葉区ほか
９か所)

その他
その他の
設備

[627]
627

[61,757]
61,757

[70,891]
70,891

－ － － 10
[132,649]
132,659

－

その他
(札幌市中央区)

その他
その他の
設備

184 6,200 － － － － － 6,200－

合計
(439)
[858]
23,077

[95,290]
2,280,755

[184,903]
1,318,246

13,78511,6415,35452,002
[280,194]
3,681,785

560

(注) １　土地の(　　 )書きは、賃借中のものを内数で表示しております。

２　土地及び建物の[　　]書きは、賃貸中のものを内数で表示しており、貸借対照表上、投資その他の資産「賃貸用不

動産」に計上しております。

３　大阪支店の賃貸部分は、同支店社屋の一部を、事務所として他社に賃貸しているものであります。

４　本社の建物は、賃借物件であり、上記金額は建物附属設備を表示しております。

５　リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。

名称 事業所 リース期間
年間リース料
(千円)

リース契約残高
(千円)

自動倉庫・搬送設備

東北支店 4年間 22,080 51,520

東京流通センター 10年間 197,076 866,207

広島支店 １年間 4,512 －

電子計算機33台
本社及び各支店
並びに各流通
センター

１年間～６年間 178,003 320,781

営業用車両242台
本社及び各支店
並びに各流通
センター

１年間～６年間 85,182 140,239
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 34,500,000

Ａ種無議決権種類株式 3,250,000

Ｂ種無議決権種類株式 3,250,000

計 41,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成19年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年３月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,662,10012,662,100
ジャスダック
証券取引所

－

Ａ種無議決権
種類株式

3,250,000 3,250,000非上場 (注)

計 15,912,10015,912,100－ －

(注)　Ａ種無議決権種類株式（以下、「Ａ種株式」という。）の内容

(1)　優先配当金

当会社が剰余金の配当を行う場合、当会社は、Ａ種株式を有する株主（以下「Ａ種株主」という。）又はＡ種

株式の登録株式質権者（以下「Ａ種株式登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下

「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通株式登録株式質権者」という。）に先

立つ剰余金の配当は行わない。但し、当会社は、払込期日を含む事業年度にかかる定時株主総会において剰余

金の配当が決議される場合は、普通株主又は普通株式登録株式質権者への剰余金の配当に先立ち、Ａ種株主

に対し、普通株主又は普通株式登録株式質権者に対して普通株式１株につき配当する額に払込期日から事業

年度の末日までを分子とし、365日を分母とする数を乗じた額を配当する。なお、１円未満の端数を生じた場

合には切り捨てるものとする。

(2)　参加条項

当会社が剰余金の配当をするときは、Ａ種株主又はＡ種株式登録株式質権者に対し、Ａ種株式１株につき、普

通株主又は普通株式登録株式質権者に対して普通株式１株につき支払う額と同額を、普通株主又は普通株式

登録株式質権者と同順位にて支払う。但し、払込期日を含む事業年度にかかる定時株主総会において決議さ

れる普通株主又は普通株式登録株式質権者に対する剰余金の配当については、Ａ種株主に対する配当は行わ

ない。

(3)　議決権

Ａ種株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、会社の組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移

転、定款変更、事業譲渡又は解散に関わる事項については、株主総会において特に議決権を有する。

(4)　株式の併合等

当会社は、Ａ種株式について、以下に定める場合を除き、株式の併合、分割、株式無償割当又は新株予約権無償

割当は行わない。

①　当会社が当会社の普通株式について併合、分割又は株式無償割当（以下「普通株式の分割等」という。）を

行う場合において普通株式の分割等と同一比率でのＡ種株式の併合、分割又は無償割当が行われる場合

②　当会社が当会社の普通株式について新株予約権無償割当（以下「普通株式の新株予約権無償割当」とい

う。）を行う場合において普通株式の新株予約権無償割当と同一比率でのＡ種株式の新株予約権無償割当

が行われる場合

(5)　普通株式を対価とする取得請求権

①　Ａ種株主は、2008年11月30日以降、当会社に対して、次号以下に定める条件で、当会社の普通株式の交付と引
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換にＡ種株式を取得するよう請求することができる。

②　当会社が、Ａ種株式の取得と引換えに発行すべき普通株式数は、取得の対象であるＡ種株式の払込総額を次

号以下で定める取得価額で除した株式数とする。ただし、取得により発行すべき普通株式数の算出に際し、

１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。

③　前号で算出に用いる取得価額は、当初においては260円とするが、Ａ種株式の払込期日以降、４号ないし９号

に定める方法（以下、「調整式」という。）により調整されるものとする。ただし、調整式を用いて取得価

額を計算した結果、調整後の取得価額（以下、「調整後取得価額」という。）と調整後取得価額が適用され

る前日において有効な取得価額（以下、「調整前取得価額」という。）の差額が１円未満にとどまるとき

は、取得価額の調整を行わない（ただし、その後、取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を

算出する場合には、取得価額の調整式中の調整前取得価額に代えて、調整前取得価額からこの差額を差し

引いた額を適用する。）。なお、かかる取得価額の調整に用いる調整式においては、既発行普通株式数及び

自己普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、又、株主割当日がない場合は調整後取得価額を適用す

る日の前日における当会社の発行済普通株式数及び自己普通株式数を使用するものとし、調整式を用いた

計算においては円単位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入するものとする。

④　Ａ種株式の取得請求権行使前90取引日目に始まる90取引日のジャスダック証券取引所における当会社の普

通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。以下、「普通株式時

価」という。）が当初取得価額を下回る場合、当該平均値（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２

位を四捨五入する。）を調整後取得価額とする。ただし、かかる平均値が208円を下回る場合には、208円

（以下　「下限取得価額」という。）を調整後取得価額とする。

⑤　株式の分割により普通株式を発行する場合、株式の分割のための株主割当日の翌日以降（ただし、株主総会

の決議事項の承認を条件として株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該

決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、当該決議をし

た株主総会の終結の日の翌日以降）適用される取得価額（下限取得価額を含む。以下同じ。）は、調整前取

得価額に株式分割前発行済株式数を株式分割後発行済株式数で除した割合を乗じた金額とすることによ

り調整する。なお、当会社は、株主総会の決議事項の承認を条件として株式の分割により普通株式を発行す

る旨取締役会で決議する場合で、当該決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主

割当日とする場合において、株式の分割のための株主割当日の翌日から当該株主総会の終結の日までに取

得をなした者に対しては、調整前取得価額から調整後取得価額を減じた金額に当該期間内に調整前取得価

額で発行された株式数を乗じた金額を調整後取得価額で除することにより算出される株式数の普通株式

を新たに発行する。

⑥　普通株式の株式併合を行う場合、株式併合の効力発生日以降の取得価額は、調整前取得価額に併合前発行済

株式数を併合後発行済株式数で除した割合を乗じた金額とすることにより調整する。ただし、上記調整式

においては、自己普通株式の数を含まないものとする。

⑦　調整前取得価額を下回る払込金額又は処分価額をもって普通株式を発行又は自己普通株式を処分する場合

（但し、株式の分割、普通株式が交付される株式若しくは取得請求できる株式の取得請求又は新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）、払込期日の翌日以降（株主割

当日がある場合は、その日の翌日以降）の取得価額は、既発行普通株式数から自己普通株式数を減じた数

に、新規発行普通株式数に１株当たりの払込金額を乗じて調整前取得価額で除した数を加えた数を、既発

行普通株式数から自己普通株式数を減じて新規発行普通株式数を加えた数で除し、調整前取得価額を乗じ

た金額とすることにより調整する。なお、自己普通株式処分の場合には、取得価額の調整式における「新規

発行普通株式数」は「処分自己普通株式数」、「１株当たりの払込金額」は「１株当たりの処分価額」、

「自己普通株式数」は「処分前自己普通株式数」とそれぞれ読み替えて調整するものとする。

⑧　調整前取得価額を下回る価額をもって普通株式に取得請求される株式を発行又は処分する場合、その払込

期日の翌日以降（株主割当日がある場合はその日の翌日以降）に適用される取得価額は、かかる株式の払

込期日（株主割当日がある場合はその日）に、発行又は処分される株式すべてが取得されたものとみな

し、７号の取得価額の調整式において「１株当たりの払込金額」としてその株式の取得価額を使用して計

算される金額とすることで調整する。但し、当該発行又は処分される株式の取得価額がその払込期日又は

株主割当日において確定しない場合、調整後取得価額は、取得価額が決定される日（以下、本号において

「取得価額決定日」という。）に、発行又は処分される株式すべてが取得請求されたものとみなし、当該取

得価額決定日の翌日以降これを適用する。なお、当会社が所有する、調整前取得価額を下回る価額をもって

普通株式の交付と引換えに取得請求される株式を処分する場合には、取得価額の調整式における「新規発

行普通株式数」は「処分自己株式数」、「１株当たりの払込金額」は「１株当たりの処分価額」とそれぞ

れ読み替える。

⑨　取得価額調整に使用する普通株式時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求することがで

きる新株予約権を発行する場合、その発行日の翌日以降（株主割当日がある場合はその日の翌日以降）に

適用される取得価額は、かかる新株予約権の発行日（株主割当日がある場合はその日）に、発行される新

株予約権すべてが行使されたものとみなし、７号の取得価額の調整式において「１株当たりの払込金額」

としてその新株予約権の行使により発行される普通株式１株当たりの払込金額を使用して計算される金

額とすることで調整する。但し、当該新株予約権の行使価額がその発行日又は株主割当日において確定し
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ない場合、調整後取得価額は、行使価額が決定される日（以下、本号において「行使価額決定日」とい

う。）に、発行される新株予約権すべてが行使されたものとみなし、当該行使価額決定日の翌日以降これを

適用する。

⑩　当会社は、４号ないし９号に掲げた事由によるほか、合併、会社分割、株式交換、株式移転、資本の減少のため

に取得価額の調整を必要とする場合、その他当会社の発行済株式数の変更又は変更の可能性を生じる事由

の発生によって取得価額の調整を必要とする場合のいずれかに該当する場合には、取締役会が４号ないし

９号に準じた調整として合理的と判断する取得価額に調整するものとする。

(6)　金銭を対価とする取得請求権

①　Ａ種株主は、当会社に対して、2009年11月30日以後、次号以下の条件に従い、当該Ａ種株式１株につき普通株

式時価、又は当該Ａ種株式１株にかかる払込金額のいずれか大きい金額によりその保有するＡ種株式を取

得することを請求することができる。

②　累積の取得請求上限株数は、当該Ａ種株式の払込期日から３年目の応当日以降４年目の応当日まではその

保有するＡ種株式の50％、当該Ａ種株式の払込期日から４年目の応当日以降５年目の応当日までは75％、

当該Ａ種株式の払込期日から５年目の応当日以降は100％とする。

③　Ａ種株式の金銭を対価とする取得請求権に基づく当会社によるＡ種株式の取得総額は、その上限を

1,098,500,000円とし、下限を取得請求権の行使の対象となるＡ種株式にかかる払込金額の総額とする。

④　Ａ種株主は、会社法第461条の範囲を超えて、当会社に対し、Ａ種株式の取得を請求することはできないもの

とする。

(7)　普通株式を対価とする取得条項

①　当会社は、2012年11月30日（以下「強制取得日」という。）において、普通株式の交付と引換えに、Ａ種株式

を取得（以下「強制取得」という。）することができる。但し、Ａ種株主が強制取得日以前に当該Ａ種株式

について取得請求権を行使した場合は、取得請求権を行使済の当該Ａ種株式についてはこの限りではな

い。

②　Ａ種株式の強制取得と引換えにＡ種株主に対して交付する普通株式の株式数は、Ａ種株主が保有するＡ種

株式の払込金額の総額を強制取得価額（強制取得日に先立つ90取引日目に始まる90取引日のジャスダッ

ク証券取引所における当会社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値の

ない日を除く。）とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。）で除して算出される株式数とし、交付する株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場

合、これを切り捨てる。

(8)　株式の譲渡制限に関する規定

Ａ種無議決権種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を要する。

(9)　単元株式数

Ａ種無議決権種類株式1,000株
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(2) 【新株予約権等の状況】

　

臨時株主総会の決議日(平成18年11月17日)

事業年度末現在
(平成19年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年２月29日)

新株予約権の数(個) 50 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 Ｂ種無議決権種類株式 (注)５ 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 3,250,000　(注)１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 当初行使価格１株当たり290 (注)１,３ 同左

新株予約権の行使期間
自　　平成18年11月30日
至　　平成21年11月29日

同左

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)

発行価格　　　　　290
資本組入額　　　　145 (注)１

同左

新株予約権の行使の条件
各新株予約権はその一部の行使はできな
い

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承
認を要する

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)４ 同左

(注)１　新株予約権１個の目的である株式の数の算定方法は、金1,885万円を行使価額（以下に定義する。）で除した数

とする。

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合、これを切り捨て

る。

行使価額は、当初290円とし、以下の調整に服するものとする。

(1)　新株予約権発行後、当社Ｂ種無議決権種類株式（Ｂ種無議決権種類株式が最初に発行されるまでの間は普通株

式）の分割（当社普通株式の無償割当を含む。）又は併合をする場合は、次の算式（以下、「行使価額調整

式」という。）により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価格 ＝ 調整前行使価格 ×

株式分割・株式併合前の発行済株式数

株式分割・株式併合後の発行済株式数

(2)　行使価額調整式により新株予約権の行使価額の調整を行う場合の調整後の行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。

調整後行使価額は、株主割当日の翌日以降これを適用する。但し、一定の議案が当社株主総会において承認さ

れることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のため

の株主割当日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

なお、上記但書に定める場合において、株式の分割のための株主割当日の翌日から当該株主総会の終結の日

までに本新株予約権を行使した（かかる本新株予約権の行使により発行又は移転される株式の数を、以下

「承認前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、次に定める算式により算出される株式数につき、

種類株式を新規発行又は移転する。この場合に１株未満の端数を生ずるときは、これを切り捨てるものとす

る。

発行株式数 ＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）×承認前行使株式数

調整後行使価額

(3)　上記(1)及び(2)に定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、当社普通株式の併合を行う場合、当社が

合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべ

き場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

(4)　行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとどまる限り

は、行使価額の調整は行わない。

(5)　行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に公告

又は通知する。ただし、当該調整後行使価額適用日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合に

は、以後速やかに公告又は通知するものとする。

２　募集新株予約権の払込金額
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金10万円

３　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

金1,885万円

４　当社を消滅会社とする合併、又は当社の権利義務を他の会社に承継させる新設分割若しくは吸収分割、当社を完

全子会社とする株式交換若しくは株式移転に基づく新株予約権に代わる新株予約権の交付及び当該新株予約権

の内容

(1)　新株予約権に代わる新株予約権が交付される場合

①　当社による合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）に関する合併契約が当社の株主総会で承認さ

れた場合（株主総会決議が不要の場合は、当該合併について当社の取締役会決議がなされた場合）、当社

は、新株予約権者に対しその旨及び当該合併の効力発生日について新株予約権の要項に従い通知を行い、

かつ、当該合併が中止されない限り、合併後存続又は設立する会社（以下、「存続会社」という。）をして、

当該合併の効力発生日直前における新株予約権者に対し、当該本新株予約権の代わりに存続会社の株式を

目的とする新株予約権（以下「存続会社の新株予約権」という。）を交付せしめるものとする。

②　当社による新設分割又は吸収分割（新株予約権に代えて他の会社の新株予約権を交付する場合に限る。）

に関する新設分割計画又は吸収分割契約が当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場

合は、当該新設分割又は吸収分割について当社の取締役会決議がなされた場合）、当社は、新株予約権者に

対しその旨及び当該新設分割又は吸収分割の効力発生日について新株予約権の要項に従い通知を行い、か

つ、当該新設分割又は吸収分割が中止されない限り、当該他の会社（以下「承継会社」という。）をして、

当該新設分割又は吸収分割の効力発生日直前における新株予約権者に対し、当該新株予約権の代わりに承

継会社の株式を目的とする新株予約権（以下「承継会社の新株予約権」という。）を交付せしめるものと

する。

③　当社が株式交換又は株式移転により他の会社（以下「完全親会社」という。）の完全子会社となることを

当社の株主総会で決議した場合（株主総会決議が不要の場合は、当該株式交換又は株式移転について当社

の取締役会決議がなされた場合）、当社は、新株予約権者に対しその旨及び当該株式交換又は株式移転の

効力発生日について新株予約権の要項に従い通知を行い、かつ、当該株式交換又は株式移転が中止されな

い限り、完全親会社をして、当該株式交換又は株式移転の効力発生日直前における新株予約権者に対し、当

該新株予約権の代わりに完全親会社の株式を目的とする新株予約権（以下「完全親会社の新株予約権」

という。）を交付せしめるものとする。

(2)　交付される新株予約権の内容

上記(1)に基づき存続会社、承継会社又は完全親会社が交付する新株予約権の内容は以下のとおりとする。

①　交付される新株予約権の数

当該合併、新設分割、吸収分割、株式交換又は株式移転の効力発生直前において残存する新株予約権の数と

同一の数とする。

②　新株予約権の目的たる株式の種類

存続会社の新株予約権については種類株式と実質的に同一の条項及び条件で発行される存続会社の種類

株式、承継会社の新株予約権については種類株式と実質的に同一の条項及び条件で発行される承継会社の

種類株式、完全親会社の新株予約権については種類株式と実質的に同一の条項及び条件で発行される完全

親会社の種類株式とする。

③　新株予約権の目的たる株式の数

当該合併、新設分割、吸収分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的調整がなされた数とす

る。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

当該合併、新設分割、吸収分割、株式交換又は株式移転の効力発生直前において有効な新株予約権の行使価

額に準じて決定し、上記(注)１．に準じた調整がなされるものとする。

⑤　新株予約権の行使期間

当該合併、新設分割、吸収分割、株式交換又は株式移転の効力発生日以降とする。

⑥　新株予約権の行使の条件

各新株予約権はその一部の行使はできない。

⑦　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a)　新株予約権の行使により新株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

(b)　新株予約権の行使により新株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限

度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧　新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するには、それぞれ存続会社、承継会社又は完全親会社の取締役会の承認を受けなけれ

ばならない。

５　Ｂ種無議決権種類株式（以下、「Ｂ種株式」という。）の内容
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(1)　議決権

Ｂ種株式を有する株主（以下「Ｂ種株主」という。）は、株主総会において議決権を有しない。ただし、会社

の組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款変更、事業譲渡又は解散に関わる事項については、株主

総会において特に議決権を有する。

(2)　株式の併合等

当会社は、Ｂ種株式について、以下に定める場合を除き、株式の併合、分割、株式無償割当又は新株予約権無償

割当は行わない。

①　当会社が当会社の普通株式の分割等を行う場合において普通株式の分割等と同一比率でのＢ種株式の分

割、併合又は無償割当が行われる場合

②　当会社が当会社の普通株式の新株予約権無償割当を行う場合において普通株式の新株予約権無償割当と同

一比率でのＢ種株式の新株予約権無償割当が行われる場合

(3)　普通株式を対価とする取得請求権

①　Ｂ種株主は、2008年11月30日又はＢ種株式が最初に発行された日から６ヶ月が経過した日のうち後に到来

する日以降、当会社に対して、本条に定める条件で、当会社の普通株式の交付と引換にＢ種株式を取得する

よう請求することができる。

②　当会社が、Ｂ種株式の取得と引換えに発行すべき普通株式数は、取得の対象であるＢ種株式の払込総額を次

項以下で定める取得価額で除した株式数とする。ただし、取得により発行すべき普通株式数の算出に際し、

１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。

③　前号で算出に用いる取得価額は、Ｂ種株式の発行当初においては290円とするが、Ｂ種株式の払込期日以降、

４号ないし９号に定める方法（以下、「調整式」という。）により調整されるものとする。ただし、調整式

を用いて取得価額を計算した結果、調整後取得価額と調整前取得価額の差額が１円未満にとどまるとき

は、取得価額の調整を行わない（ただし、その後、取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を

算出する場合には、取得価額の調整式中の調整前取得価額に代えて、調整前取得価額からこの差額を差し

引いた額を適用する。）。なお、かかる取得価額の調整に用いる調整式においては、既発行普通株式数及び

自己普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、又、株主割当日がない場合は調整後取得価額を適用す

る日の前日における当会社の発行済普通株式数及び自己普通株式数を使用するものとし、調整式を用いた

計算においては円単位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入するものとする。

④　Ｂ種株式の取得請求権行使前90取引日目に始まる90取引日のジャスダック証券取引所における当会社の普

通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。以下、「普通株式時

価」という。）が当初取得価額を下回る場合、当該平均値（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２

位を四捨五入する。）を調整後取得価額とする。ただし、かかる平均値が232円を下回る場合には、232円

（以下「下限取得価額」という。）を調整後取得価額とする。

⑤　株式の分割又は無償割当により普通株式を発行する場合、株式の分割のための株主割当日の翌日以降（た

だし、株主総会の決議事項の承認を条件として株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議す

る場合で、当該決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合に

は、当該決議をした株主総会の終結の日の翌日以降）適用される取得価額（下限取得価額を含む。以下、同

じ。）は、調整前取得価額（調整後取得価額が適用される前日において有効な取得価額をいうものとする。

以下、同じ。）に株式分割又は無償割当前発行済株式数を株式分割又は無償割当後発行済株式数で除した

割合を乗じた金額とすることにより調整する（以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。以

下、同じ。）。なお、当会社は、株主総会の決議事項の承認を条件として株式の分割により普通株式を発行す

る旨取締役会で決議する場合で、当該決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主

割当日とする場合において、株式の分割のための株主割当日の翌日から当該株主総会の終結の日までに取

得をなした者に対しては、調整前取得価額から調整後取得価額を減じた金額に当該期間内に調整前取得価

額で発行された株式数を乗じた金額を調整後取得価額で除することにより算出される株式数の普通株式

を新たに発行する。

⑥　普通株式の株式併合を行う場合、株式併合の効力発生日以降の取得価額は、調整前取得価額に併合前発行済

株式数を併合後発行済株式数で除した割合を乗じた金額とすることにより調整する。ただし、上記調整式

においては、自己普通株式の数を含まないものとする。

⑦　調整前取得価額を下回る払込金額又は処分価額をもって普通株式を発行又は自己普通株式を処分する場合

（但し、株式の分割、普通株式が交付される株式若しくは取得請求できる株式の取得請求又は新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）、払込期日の翌日以降（株主割

当日がある場合は、その日の翌日以降）の取得価額は、既発行普通株式数から自己普通株式数を減じた数

に、新規発行普通株式数に１株当たりの払込金額を乗じて調整前取得価額で除した数を加えた数を、既発

行普通株式数から自己普通株式数を減じて新規発行普通株式数を加えた数で除し、調整前取得価額を乗じ

た金額とすることにより調整する。なお、自己普通株式処分の場合には、取得価額の調整式における「新規

発行普通株式数」は「処分自己普通株式数」、「１株当たりの払込金額」は「１株当たりの処分価額」、

「自己普通株式数」は「処分前自己普通株式数」とそれぞれ読み替えて調整するものとする。

⑧　調整前取得価額を下回る価額をもって普通株式に取得請求される株式を発行又は処分する場合、その払込

期日の翌日以降（株主割当日がある場合はその日の翌日以降）に適用される取得価額は、かかる株式の払
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込期日（株主割当日がある場合はその日）に、発行又は処分される株式すべてが取得されたものとみな

し、７号の取得価額の調整式において「１株当たりの払込金額」としてその株式の取得価額を使用して計

算される金額とすることで調整する。但し、当該発行又は処分される株式の取得価額がその払込期日又は

株主割当日において確定しない場合、調整後取得価額は、取得価額が決定される日（以下、本号において

「取得価額決定日」という。）に、発行又は処分される株式すべてが取得請求されたものとみなし、当該取

得価額決定日の翌日以降これを適用する。なお、当会社が所有する、調整前取得価額を下回る価額をもって

普通株式の交付と引換えに取得請求される株式を処分する場合には、取得価額の調整式における「新規発

行普通株式数」は「処分自己株式数」、「１株当たりの払込金額」は「１株当たりの処分価額」とそれぞ

れ読み替える。

⑨　取得価額調整に使用する普通株式時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求することがで

きる新株予約権を発行する場合、その発行日の翌日以降（株主割当日がある場合はその日の翌日以降）に

適用される取得価額は、かかる新株予約権の発行日（株主割当日がある場合はその日）に、発行される新

株予約権すべてが行使されたものとみなし、７号の取得価額の調整式において「１株当たりの払込金額」

としてその新株予約権の行使により発行される普通株式１株当たりの払込金額を使用して計算される金

額とすることで調整する。但し、当該新株予約権の行使価額がその発行日又は株主割当日において確定し

ない場合、調整後取得価額は、行使価額が決定される日（以下、本号において「行使価額決定日」とい

う。）に、発行される新株予約権すべてが行使されたものとみなし、当該行使価額決定日の翌日以降これを

適用する。

⑩　当会社は、４号ないし９号に掲げた事由によるほか、合併、会社分割、株式交換、株式移転、資本の減少のため

に取得価額の調整を必要とする場合、その他当会社の発行済株式数の変更又は変更の可能性を生じる事由

の発生によって取得価額の調整を必要とする場合のいずれかに該当する場合には、取締役会が４号ないし

９号に準じた調整として合理的と判断する取得価額に調整するものとする。

(4)　金銭を対価とする取得請求権

①　Ｂ種株主は、当会社に対して、当該Ｂ種株式の発行日以降、次号以下の条件に従い、当該Ｂ種株式１株につき

普通株式時価、又は当該Ｂ種株式１株にかかる払込金額のいずれか大きい金額によりその保有するＢ種株

式を取得することを請求することができる。

②　累積の取得請求上限株数は、当該Ｂ種株式の払込期日から３年目の応当日以降４年目の応当日まではその

保有するＢ種株式の50％、当該Ｂ種株式の払込期日から４年目の応当日以降５年目の応当日までは75％、

当該Ｂ種株式の払込期日から５年目の応当日以降は100％とする。

③　Ｂ種株式の金銭を対価とする取得請求権に基づく当会社によるＢ種株式の取得総額は、その上限を払込金

額の1.3倍とし、下限を取得請求権の行使の対象となるＢ種株式にかかる払込金額の総額とする。

④　Ｂ種株主は、会社法第461条の範囲を超えて、当会社に対し、Ｂ種株式の取得を請求することはできないもの

とする。

(5)　普通株式を対価とする取得条項

①　当会社は、2012年11月30日以降の取締役会が定めた日（以下「強制取得日」という。）において、普通株式

の交付と引換えに、Ｂ種株式を、取得（以下「強制取得」という。）することができる。但し、Ｂ種株主が強

制取得日以前に当該Ｂ種株式について取得請求権を行使した場合は、取得請求権を行使済の当該Ｂ種株式

についてはこの限りではない。

②　Ｂ種株式の強制取得と引換えにＢ種株主に対して交付する普通株式の株式数は、Ｂ種株主が保有するＢ種

株式の払込金額の総額を強制取得価額（強制取得日に先立つ90取引日目に始まる90取引日のジャスダッ

ク証券取引所における当会社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値の

ない日を除く。）とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。）で除して算出される株式数とし、交付する株式数の算出にあたり、１株未満の端数が生じた場

合、これを切り捨てる。

(6)　株式の譲渡制限に関する規定

Ｂ種無議決権種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を要する。

(7)　単元株式数

Ｂ種無議決権種類株式1,000株
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成18年11月30日(注)1 3,250,00015,912,100422,5003,335,500422,5003,617,860

平成18年12月21日(注)2 － 15,912,100 － 3,335,500△1,000,0002,617,860

(注）１　有償　第三者割当

　　発行価格　　260円

　　資本組入額　130円

　　3,250,000株 (Ａ種無議決権種類株式)

　　割当先　合同会社ＬＹコーポレーション

２　資本準備金の減少は、平成18年11月17日開催の臨時株主総会決議によるものであります(資本準備金減少の効

力発生日 平成18年12月21日)。

　

(5) 【所有者別状況】

① 普通株式

平成19年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

－ 10 11 89 7 － 1,3941,511 －

所有株式数
(単元)

－ 496 26 3,122 473 － 8,43712,554108,100

所有株式数
の割合(％)

－ 3.95 0.21 24.87 3.77 － 67.20100.00 －

(注) １　自己株式334,370株は、「個人その他」に334単元、「単元未満株式の状況」に370株を記載しております。

２　上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が７単元含まれております。

　

② Ａ種無議決権種類株式

平成19年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

－ － － 1 － － － 1 －

所有株式数
(単元)

－ － － 3,250 － － － 3,250 －

所有株式数
の割合(％)

－ － － 100.00 － － － 100.00 －
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(6) 【大株主の状況】

① 普通株式

平成19年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済普通株
式総数に対す
る所有株式数
の割合(％)

有限会社ヤマサカエ商事 東京都狛江市東和泉１丁目32番10号 2,444 19.30

山　田　大　補 東京都狛江市 1,618 12.78

山　田　俊　子 東京都狛江市 630 4.97

リリカラ社員持株会 東京都新宿区西新宿７丁目５番20号 528 4.17

山　田　俊　之 東京都狛江市 373 2.94

竹　田　和　平 愛知県名古屋市天白区 300 2.36

山　田　喜　美　子 東京都中野区 277 2.19

東京中小企業投資育成株式会社 東京都渋谷区渋谷３丁目29番22号 220 1.74

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 200 1.58

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 198 1.56

計 ― 6,791 53.63

(注) １　所有株式数及び発行済普通株式総数に対する所有株式数の割合は、普通株式のみを対象として計算・記載して

おります。

２　自己株式334千株(発行済普通株式総数に対する割合2.64％)を保有しておりますが、上記の大株主からは除い

ております。

３　発行済普通株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第三位を切捨てて、小数点第二位まで表示しており

ます。

　

② Ａ種無議決権種類株式

平成19年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済Ａ種無
議決権種類株
式総数に対す
る所有株式数
の割合(％)

合同会社ＬＹコーポレーション 東京都中央区日本橋二丁目６番５号 3,250 100.00

計 ― 3,250 100.00

(注) １　所有株式数及び発行済Ａ種無議決権種類株式総数に対する所有株式数の割合は、Ａ種無議決権種類株式のみを

対象として計算・記載しております。

２　合同会社ＬＹコーポレーションは、平成18年11月30日に当社が第三者割当により新株発行した、Ａ種無議決権

種類株式を100％引き受けております。
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(7) 【議決権の状況】

① 発行済株式

平成19年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他)
Ａ種無議決権
種類株式

3,250,000 3,250
１ 株式等の状況　(1) 株式の
総数等　② 発行済株式の(注)
２参照

完全議決権株式(自己株式等)
(保有自己株式)
普通株式

334,000 － －

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,220,000 12,220 －

単元未満株式 普通株式 108,100 － １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数
普通株式 12,662,100

－ －
Ａ種無議決権
種類株式

3,250,000

総株主の議決権 － 15,470 －

(注) １　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が7,000株（議決権７個）

含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が370株含まれております。 

３　Ａ種無議決権種類株式は、会社の組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款変更、事業譲渡又は解散に

関する事項については議決権を有するため、議決権制限株式として記載しております。

　

② 自己株式等

平成19年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(保有自己株式)
リリカラ株式会社

東京都新宿区西新宿
７丁目５番20号

334,000 － 334,000 2.63

計 － 334,000 － 334,000 2.63

(注)　上記に記載されたものは普通株式であり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合も普通株式について計算・

記載しております。

　

(8) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　

区分 株式数(株) 価格の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 2,200 471

当期間における取得自己株式 100 15

(注)　当期間における取得自己株式数には、平成20年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に

よる株式数は含めておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 334,370 － 334,470 －

(注)　当期間における保有自己株式数には、平成20年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に

よる株式数は含めておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を重要政策と認識しており、経営体質強化のために必要な将来の事業

展開に必要な内部留保の確保と経営成績に応じた配当を実施してまいりたいと考えております。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余

金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度につきましては、前々事業年度、前事業年度に引き続き当期純損失を計上しているため、配

当しうる処分可能利益の確保が困難な状況にあります。今後、利益計上体質の確立に最大限の努力を傾注

し、財務の健全性と収益の安定性を確保していく所存であります。

当社は、「取締役会決議により、毎年６月30日を基準として、中間配当を行うことができる。」旨を定款

に定めております。

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期

決算年月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月

最高(円) 219 363 328 409 258

最低(円) 94 186 275 220 148

(注)　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

(2) 【最近６箇月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成19年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 229 213 198 193 184 192

最低(円) 205 188 175 173 165 148

(注)　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役社長 山 田 俊 之 昭和37年12月13日生

昭和60年４月 株式会社三菱銀行入行

(注)6 373

平成５年４月 当社入社

平成９年12月 経営企画部長

平成11年３月 常務取締役総務本部長兼企画本部長

平成12年３月 専務取締役総務本部長兼企画本部長

平成13年３月 専務取締役総務本部長兼マーケティング

本部長

平成14年７月 専務取締役総務本部長兼マーケティング

本部長兼オフィス事業部統括

平成15年４月 取締役専務執行役員総務本部長兼マーケ

ティング本部長兼オフィス事業部統括

平成17年６月 代表取締役最高執行責任者

平成18年９月 代表取締役社長

平成18年10月 代表取締役社長営業本部長

平成19年６月 代表取締役社長(現任)

取締役名誉会長 山 田 大 補 昭和２年５月27日生

昭和24年７月 当社設立と共に取締役

同上 1,618

昭和32年９月 常務取締役

昭和42年３月 代表取締役専務

昭和46年１月 代表取締役社長

昭和61年12月 有限会社ヤマサカエ商事代表取締役社長

(現任)

平成17年６月 代表取締役社長最高経営責任者

平成18年９月 取締役名誉会長(現任)

取締役
執行役員

総務本部長 佐 藤 伸 男 昭和28年３月16日生

昭和51年３月 当社入社

同上 2
平成10年１月 経理部長

平成17年６月 執行役員総務本部長

平成18年11月 取締役執行役員総務本部長(現任)

取締役
専務執行役員

インテリア
事業部担当

髙 村 信 孝 昭和25年８月４日生

平成16年５月 レキットベンキンザー・ジャパン株式会

社入社　同社代表取締役社長

同上 5

平成19年６月 当社入社　専務執行役員インテリア事業部

担当

平成19年７月 専務執行役員インテリア事業部担当兼事

業企画本部長兼営業本部長

平成19年９月 専務執行役員インテリア事業部担当兼事

業企画本部長

平成20年３月 取締役専務執行役員インテリア事業部担

当(現任)

取締役
常務執行役員

オフィス事
業部担当

稲 垣 　治 昭和28年７月21日生

昭和52年４月 富士ゼロックス株式会社入社

同上 3

平成17年４月 富士ゼロックス株式会社グローバルアカ

ウントマーケティング　ジェネラルマネ

ジャー

平成18年11月 当社入社　常務執行役員オフィス事業部担

当

平成20年３月 取締役常務執行役員オフィス事業部担当

(現任)

取締役
執行役員

営業本部長 狩 谷 佳 紀 昭和33年７月26日生

昭和56年３月 当社入社

同上 5

平成10年11月 大阪支店長

平成15年４月 執行役員大阪支店長

平成16年３月 取締役執行役員大阪支店長

平成18年10月 取締役執行役員営業本部長補佐

平成19年９月 取締役執行役員営業本部長(現任)

取締役 立 山 繁 美 昭和37年５月１日生

平成17年１月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ

入社 同社パートナー(現任) 同上 －

平成18年11月 当社取締役(現任)

常勤監査役 村 田 雅 章 昭和２年４月16日生

昭和30年７月 狛酒造株式会社顧問に就任

(注)7 －昭和37年７月 当社顧問に就任

昭和59年10月 常勤監査役に就任(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(千株)

監査役 岩 崎 守 康 昭和18年４月29日生

昭和48年10月 監査法人栄光会計事務所入所

同上 －昭和55年８月 岩崎公認会計士事務所開業

平成６年３月 当社監査役に就任(現任)

監査役 斎 上 鶴 次 昭和８年１月25日生

昭和35年11月 株式会社エムエスバルブ製作所入社

同上 47

昭和38年11月 当社入社

昭和46年３月 総務部長に就任

昭和50年４月 取締役総務部長に就任

平成２年３月 常務取締役総務部長に就任

平成10年１月 取締役に就任

平成11年３月 相談役に就任

平成12年３月 監査役に就任(現任)

監査役 山 口 健 一 昭和30年９月30日生

昭和57年４月 弁護士登録

同上 －
平成２年５月 当社顧問弁護士に就任

平成３年４月 山口法律事務所開設

平成19年３月 当社監査役に就任(現任)

計 2,053

(注) １　取締役 髙村信孝氏、稲垣治氏の２名は、平成20年３月28日の第67期定時株主総会にて就任いたしました。

２　取締役 大場英雄氏は、平成20年３月28日付けで「任期満了」にて退任いたしました。

３　取締役 立山繁美氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

４　監査役のうち村田雅章氏、岩崎守康氏、山口健一氏の３名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役でありま

す。

５　代表取締役社長 山田俊之は、取締役名誉会長 山田大補の娘婿であります。

６　取締役の任期は平成20年３月28日就任後、１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会

の終結までであります。

７　監査役の任期は平成19年３月29日就任後、４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会

の終結までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1)　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社では株主からの期待に応え、「企業価値の向上」に力を注ぐと同時に、社会的に信頼される企業を

目指してコーポレート・ガバナンスの強化を図っていくこととしております。

　

(2)　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

①　会社の機関の内容

当社は、監査役制度採用会社であります。

当社は取締役７名による取締役会を原則月１回開催、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取

締役規程に則り、「企業価値の向上」のための経営方針、事業計画、組織および財務状況等の施策につ

いての意思決定ならびに進捗状況について、企業経営における重要な事項をすべて審議するとともに、

当社の業務執行状況の報告を受け、監督を行っております。なお、取締役７名において社外取締役１名

を任用しております。

当報告書の提出日現在における業務執行体制及び内部統制の状況は以下のとおりです。

　

　

②　執行役員

平成15年４月より執行役員制度を導入し、業務執行機能の強化と、経営意思決定と業務執行の明確化

を図りました。執行役員４名は月１回の経営会議において会社の重要な方針の策定や、業務執行状況に

ついて討議を行っております。
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③　監査役、監査役会

当社の監査役会は４名で構成され、常勤監査役１名、非常勤監査役３名であり、そのうち３名が社外

監査役であります。監査役会は原則月１回開催し、重要な意思決定の過程を把握するため、取締役会等

重要な会議に出席し、業務執行状況を管理、監督するため、営業、物流、管理の各部門を調査し、重要な書

類等の閲覧を行うことにより、取締役の職務遂行の監査を行っております。

④　会社と会社の社外監査役の人的・資本的関係またはその他の利害関係

監査役である斎上鶴次氏は、元当社取締役であります。当社株式を47千株（持ち株比率0.29％）保有

しております。又、社外監査役である山口健一氏は、当社の顧問弁護士であります。当社は同氏に対し

て、当事業年度において1,200千円を顧問料として支払っております。尚、他の社外監査役については、

当社との資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

⑤　責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第

１項の規定に基づき、現行定款において社外取締役及び社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を

一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、社外取締役である立山繁

美氏、社外監査役である村田雅章氏、岩崎守康氏、山口健一氏の４名は、当社との間で、責任限定契約を

締結しております。

　その契約内容の概要は次のとおりであります。

・社外取締役又は社外監査役が会社法第423条第１項に基づき、任務を怠ったことによって当社に損害

賠償責任を負う場合で、職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第

１項第１号及び第２号の合計額を限度として会社に対し損害賠償責任を負うものとし、その損害賠

償責任額を超える部分については、当社は社外取締役又は社外監査役を当然に免責するものとする。

⑥　内部監査の状況

業務執行部門から独立した業務監査室(２名)を設置し、監査役監査及び会計監査人監査とは独立し

た立場から、会計処理・業務処理等に関する適正性・妥当性等につき、関係会社を含めて随時必要な内

部監査を実施しており、業務監査室監査の結果については、取締役会に報告しております。又、それぞれ

が実施した監査における指摘事項や監査方針などに関する情報の交換を行っております。

⑦　会計監査の状況

当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士は中川幸三氏及び芝田雅也氏の２名であ

り、監査法人トーマツに所属しております。継続監査年数は、両氏とも７年以内であります。当社の会計

監査業務に係る補助者は、公認会計士２名、会計士補等７名であります。

　

(3)　コンプライアンス体制の整備の状況

当社は、取締役及び従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるため、「企業行動倫理規

程」「社内倫理規程」をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を行動規範としております。

　その徹底を図るため、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会においてコンプライアン

スの取り組みを横断的に統括しております。又、総務部を中心に取締役・従業員に対して教育等を行って

おります。業務監査室は、コンプライアンスの状況を監査しております。これらの結果は定期的に取締役

会及び監査役会に報告しております。尚、法令上疑義がある行為等について従業員が直接情報提供を行え

る手段として「通報・相談窓口」を設置・運営しております。
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(4)　リスク管理体制の整備の状況

リスク管理体制を明確化するために、あらたにリスク管理規程を新設し、代表取締役社長を委員長とす

るリスク管理委員会を設置いたしました。委員会は、コンプライアンス、災害、品質、個人情報、情報セキュ

リティ及びシステムトラブル等それぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い取締役会に報告しており

ます。又、業務監査室は各部署のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会、監査役会に報

告しております。

　

(5)　役員報酬の内容

当事業年度において、当社の取締役及び監査役に支払った報酬は以下のとおりであります。

取締役　[５名]　　　 36,917千円

監査役　[５名]　　　  8,517千円

計　　　　　　　　　 45,434千円

　　(注)　上記人数には、当事業年度末現在までに退任した監査役１名を含んでおります。

　

(6)　監査報酬の内容

当事業年度において、当社の会計監査人である監査法人トーマツに対する監査報酬は以下のとおりで

あります。

　　　公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条第１項に規定する業務に基づく報酬　    24,000千円

　　　公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬等の額　　　　　　　　　　　1,087千円

　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,087千円

　

(7)　取締役の定数

当社の取締役は、10名以内とする旨を定款で定めております。

　

(8)　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款で定めております。また、取締役の選任

決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

　

(9)　株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

①　自己の株式の取得

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、取締役会の決議によって、市場取引等により自

己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

② 中間配当

当社は、株主へ適時適正な利益還元を可能にするため、取締役会の決議によって毎年６月30日を基準

日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

③ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が期待された職務を適切に行なうことができるようにするため、取締役

（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令が定

める範囲で、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
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(10) 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の、議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行なう旨を定款で定めております。こ

れは、株主総会における特別決議の定数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目

的とするものであります。
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第５ 【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

尚、前事業年度(自平成18年１月１日　至平成18年12月31日)は改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度(自平成19年１月１日　至平成19年12月31日)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しており

ます。

　

２　監査証明について

当社は、前事業年度(自平成18年１月１日　至平成18年12月31日)は証券取引法第193条の２の規定に基

づき、また当事業年度(自平成19年１月１日　至平成19年12月31日)は金融商品取引法第193条の２第１項

の規定に基づき、それぞれ財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けております。

　

３　連結財務諸表について

当社は、中華人民共和国の上海に100％出資の子会社があります。当期につきましては、資産基準、売上

高基準、利益基準及び利益剰余金基準からみて、重要性に乏しい子会社であるため、連結財務諸表は作成

しておりません。

　尚、当該子会社について、平成19年８月24日開催の当社取締役会において解散及び清算することを決議

いたしました。
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1 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
　

前事業年度
(平成18年12月31日)

当事業年度
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金預金 3,470,608 2,812,201

　２　受取手形
※
1,2,5

4,406,765 3,653,551

　３　売掛金 6,647,347 6,545,722

　４　有価証券 36,504 19,621

　５　商品 3,464,413 2,609,540

　６　貯蔵品 513 446

　７　前払費用 140,770 133,288

　８　前払見本帳費 592,054 569,190

　９　未収入金 783,228 695,260

　10　その他の流動資産 43,308 61,986

　11　貸倒引当金 △53,700 △132,926

　　　流動資産合計 19,531,81569.7 16,967,88367.6

Ⅱ　固定資産

　(1) 有形固定資産

　　１　建物 ※２ 4,230,188 4,239,180

　　　　減価償却累計額 3,028,1901,201,998 3,105,8371,133,342

　　２　構築物 134,040 134,040

　　　　減価償却累計額 118,48515,555 120,25513,785

　　３　機械及び装置 220,494 220,494

　　　　減価償却累計額 207,81912,674 208,85211,641

　　４　車両運搬具 53,341 50,895

　　　　減価償却累計額 47,681 5,660 45,540 5,354

　　５　工具器具備品 683,898 686,425

　　　　減価償却累計額 637,57146,326 634,42352,002

　　６　土地 ※２ 2,179,264 2,185,464

　　　　有形固定資産合計 3,461,47912.3 3,401,59113.6

　(2) 無形固定資産

　　１　ソフトウェア 92,394 66,971

　　２　電話加入権 42,096 42,096

　　　　無形固定資産合計 134,4900.5 109,0680.4
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　 前事業年度
(平成18年12月31日)

当事業年度
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

　(3) 投資その他の資産

　　１　投資有価証券 ※２ 791,817 518,696

　　２　出資金 4,955 4,955

　　３　関係会社出資金 68,257 －

　　４　長期貸付金 163,700 158,449

　　５　更生債権等 339,275 308,439

　　６　長期前払費用 1,297 2,089

　　７　長期前払見本帳費 150,012 161,278

　　８　見本帳製作仮勘定 246,850 453,805

　　９　賃貸用不動産 ※２ 603,894 603,894

　　　　減価償却累計額 313,751290,142 323,700280,194

　　10　差入保証金 2,622,355 2,563,200

　　11　保険積立金 552,139 470,904

　　12　その他の投資
　　　　その他の資産

12,949 15,443

　　13　貸倒引当金 △331,362 △307,009

　　　　投資その他の資産合計 4,912,39117.5 4,630,44718.4

　　　　固定資産合計 8,508,36130.3 8,141,10732.4

　　　　資産合計 28,040,177100.0 25,108,991100.0
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　 前事業年度
(平成18年12月31日)

当事業年度
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 ※１ 3,140,794 2,684,310

　２　買掛金 11,258,968 10,379,186

　３　短期借入金 ※２ 2,200,000 1,790,002

　４　１年内返済予定の
　　　長期借入金

※２ 802,160 268,160

　５　１年内償還予定の社債 120,000 120,000

　６　未払金 525,849 530,702

　７　未払消費税等 35,525 103,127

　８　未払費用 99,733 81,193

　９　未払法人税等 71,939 73,023

　10　預り金 25,299 23,268

　11　前受収益 3,420 2,797

　12　賞与引当金 153,300 71,800

　13　固定資産購入等支払手形 152,767 267,409

　14　その他の流動負債 46,016 44,970

　　　流動負債合計 18,635,77566.5 16,439,95165.5

Ⅱ　固定負債

　１　社債 210,000 90,000

　２　長期借入金 ※２ 284,860 175,700

　３　長期未払金 15,208 9,361

　４　繰延税金負債 346,286 247,016

　５　退職給付引当金 589,638 584,372

　６　その他の固定負債 160,036 108,926

　　　固定負債合計 1,606,0305.7 1,215,3764.8

　　　負債合計 20,241,80572.2 17,655,32870.3
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　 前事業年度
(平成18年12月31日)

当事業年度
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 3,335,50011.9 3,335,50013.3

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 2,617,860 2,617,860

　　(2) その他資本剰余金 1,000,395 1,000,395

　　　　資本剰余金合計 3,618,25612.9 3,618,25614.4

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 188,000 188,000

　　(2) その他利益剰余金

　　　　固定資産圧縮積立金 60,509 56,939

　　　　土地圧縮積立金 105,095 105,095

　　　　別途積立金 1,095,000 1,095,000

　　　　繰越利益剰余金 △892,699 △1,091,698

　　　　利益剰余金合計 555,9052.0 353,3351.4

　４　自己株式 △57,180△0.2 △57,651△0.2

　　　株主資本合計 7,452,48126.6 7,249,44028.9

Ⅱ　評価・換算差額等

　    その他有価証券評価
　　　差額金

340,889 199,222

　　　評価・換算差額等合計 340,8891.2 199,2220.8

Ⅲ　新株予約権 5,0000.0 5,0000.0

　　　純資産合計 7,798,37127.8 7,453,66229.7

　　　負債純資産合計 28,040,177100.0 25,108,991100.0
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② 【損益計算書】

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日 
 至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日 
 至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 46,605,459100.0 46,171,400100.0

Ⅱ　売上原価

　１　商品期首棚卸高 3,257,166 3,464,413

　２　当期商品仕入高 36,906,628 35,639,773

　　　合計 40,163,794 39,104,187

　３　見本帳製作等振替高 ※１ 601,485 691,549

　４　商品期末棚卸高 3,464,41336,097,89677.52,609,54035,803,09877.5

　　　売上総利益 10,507,56322.5 10,368,30222.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１　荷造運搬費 1,750,031 1,655,142

　２　広告宣伝費 441,124 352,922

　３　見本帳費 1,208,921 1,051,817

　４　貸倒引当金繰入額 5,005 79,582

　５　役員報酬 56,363 45,434

　６　給料手当 2,509,198 2,508,363

　７　賞与 123,834 85,428

　８　賞与引当金繰入額 153,300 71,800

　９　退職給付費用 114,701 116,502

　10　福利厚生費 471,434 483,224

　11　業務委託費 595,697 575,389

　12　減価償却費 113,302 96,547

　13　ソフトウェア償却費 56,334 36,546

　14　リース料 550,442 508,807

　15　地代家賃 1,128,651 1,131,009

　16　その他 1,508,21210,786,55523.11,432,00110,230,52122.2

　　　営業利益(△損失) △278,992△0.6 137,7810.3

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 7,349 10,555

　２　有価証券利息 593 50

　３　受取配当金 6,271 8,745

　４　受取保険配当金 3,189 3,293

　５　不動産賃貸料 39,159 40,223

　６　債務整理益 19,315 10,472

　７　雑収入 12,325 88,2040.2 13,278 86,6200.2
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　 前事業年度
(自　平成18年１月１日 
 至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日 
 至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 63,021 52,888

　２　手形売却損 59,025 94,177

　３　社債利息 5,896 4,019

　４　売上割引 9,554 11,487

　５　不動産賃貸費用 21,633 22,271

　６　雑損失 21,299180,4310.4 15,819200,6630.4

　　　経常利益(△損失) △371,218△0.8 23,7380.1

Ⅵ　特別利益

　１　賞与引当金戻入益 88,501 －

　２　投資有価証券売却益 － 88,5010.2 75,600 75,6000.2

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除却損 ※２ 2,025 －

　２　投資有価証券評価損 － 5,801

　３　関係会社出資金評価損 － 71,231

　４　差入保証金評価損 － 9,638

　５　減損損失 ※３ 564,187 61,519

　６　割増退職金 － 566,2131.2 101,437249,6270.6

　　　税引前当期純損失 848,930△1.8 150,288△0.3

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

53,777 54,721

　　　法人税等調整額 (貸方)2,592 51,1840.1(貸方)2,439 52,2810.1

　　　当期純損失 900,114△1.9 202,569△0.4
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

　

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成17年12月31日残高(千円) 2,913,000 3,195,360 395 3,195,756

事業年度中の変動額

　新株の発行 422,500 422,500 422,500

　資本準備金の取崩 △1,000,000 1,000,000 －

　固定資産圧縮積立金の取崩 －

　別途積立金の取崩 －

　当期純損失 －

　自己株式の取得 －

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

－

事業年度中の変動額合計(千円) 422,500 △577,500 1,000,000 422,500

平成18年12月31日残高(千円) 3,335,500 2,617,860 1,000,395 3,618,256

　

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産圧縮 土地圧縮
別途積立金 繰越利益剰余金

積立金 積立金

平成17年12月31日残高(千円) 188,00068,334105,0952,025,000△930,4091,456,019△56,6497,508,126

事業年度中の変動額

　新株の発行 － 845,000

　資本準備金の取崩 － －

　固定資産圧縮積立金の取崩 △7,824 7,824 － －

　別途積立金の取崩 △930,000930,000 － －

　当期純損失 △900,114△900,114 △900,114

　自己株式の取得 － △530 △530

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

－ －

事業年度中の変動額合計(千円) ― △7,824 ― △930,00037,710△900,114△530 △55,644

平成18年12月31日残高(千円) 188,00060,509105,0951,095,000△892,699555,905△57,1807,452,481
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評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) 379,913 379,913 － 7,888,039

事業年度中の変動額

　新株の発行 － 845,000

　資本準備金の取崩 － －

　固定資産圧縮積立金の取崩 － －

　別途積立金の取崩 － －

　当期純損失 － △900,114

　自己株式の取得 － △530

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△39,023 △39,023 5,000 △34,023

事業年度中の変動額合計(千円) △39,023 △39,023 5,000 △89,668

平成18年12月31日残高(千円) 340,889 340,889 5,000 7,798,371
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当事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年12月31日残高(千円) 3,335,500 2,617,860 1,000,395 3,618,256

事業年度中の変動額

　固定資産圧縮積立金の取崩 －

　当期純損失 －

　自己株式の取得 －

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

－

事業年度中の変動額合計(千円) － － － －

平成19年12月31日残高(千円) 3,335,500 2,617,860 1,000,395 3,618,256

　

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産圧縮 土地圧縮
別途積立金 繰越利益剰余金

積立金 積立金

平成18年12月31日残高(千円) 188,00060,509105,0951,095,000△892,699555,905△57,1807,452,481

事業年度中の変動額

　固定資産圧縮積立金の取崩 △3,569 3,569 － －

　当期純損失 △202,569△202,569 △202,569

　自己株式の取得 － △471 △471

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

－ －

事業年度中の変動額合計(千円) － △3,569 － － △198,999△202,569△471 △203,040

平成19年12月31日残高(千円) 188,00056,939105,0951,095,000△1,091,698353,335△57,6517,249,440

　

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) 340,889 340,889 5,000 7,798,371

事業年度中の変動額

　固定資産圧縮積立金の取崩 － －

　当期純損失 － △202,569

　自己株式の取得 － △471

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△141,667△141,667 △141,667

事業年度中の変動額合計(千円) △141,667△141,667 － △344,708

平成19年12月31日残高(千円) 199,222 199,222 5,000 7,453,662
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】

　

前事業年度
(自　平成18年１月１日 
 至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日 
 至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　１　税引前当期純損失 △848,930 △150,288

　２　減価償却費 113,302 96,547

　３　減損損失 564,187 61,519

　４　ソフトウェア償却費 56,334 36,546

　５　貸倒引当金の増加額(△減少額) △80,866 54,873

　６　賞与引当金の減少額 △79,600 △81,500

　７　退職給付引当金の減少額 △25,171 △5,266

　８　受取利息及び配当金 △14,213 △19,352

　９　支払利息 68,917 52,888

　10　関係会社出資金評価損 － 71,231

　11　割増退職金 － 101,437

　12　投資有価証券売却益 － △75,600

　13　売上債権の減少額 886,861 840,590

　14　棚卸資産の減少額(△増加額) △207,278 854,940

　15　未収入金の減少額(△増加額) △40,091 88,178

　16　長期前払見本帳費及び
　　　見本帳製作仮勘定の増加額

△101,036 △267,004

　17　更生債権等の減少額 68,260 30,836

　18　仕入債務の増加額(△減少額) 218,204 △1,336,266

　19　未払金の減少額 △160,558 △85,856

　20　未払消費税の増加額(△減少額) △8,969 67,602

　21　固定資産購入等支払手形の増加額 － 114,641

　22　その他 66,787 △4,606

　　　　小計 476,139 446,090

　１　利息及び配当金の受取額 14,094 19,403

　２　利息の支払額 △69,557 △58,089

　３　法人税等の支払額 △98,027 △89,437

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 322,648 317,967

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　１　有形固定資産の取得による支出 △29,541 △37,352

　２　無形固定資産の取得による支出 △44,657 △15,372

　３　投資有価証券の取得による支出 △9,876 △10,925

　４　投資有価証券の売却による収入 33,725 115,346

　５　貸付による支出 △25,000 －

　６　貸付金回収による収入 38,200 13,200

　７　保証金の差入による支出 △10,279 △49,123

　８　保証金の回収による収入 69,291 98,430

　９　保険積立金のための支出 △19,967 △15,619

　10　保険積立金の解約等による収入 － 96,855

　11　その他 △8,711 14,388

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △6,816 209,827
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　 前事業年度
(自　平成18年１月１日 
 至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日 
 至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　１　短期借入れによる収入 1,280,000 1,300,000

　２　短期借入金の返済による支出 △1,226,000 △1,709,998

　３　長期借入れによる収入 100,000 180,000

　４　長期借入金の返済による支出 △737,380 △823,160

　５　社債の償還による支出 △120,000 △120,000

　６　株式の発行による収入 841,910 －

　７　新株予約権の発行による収入 4,981 －

　８　長期未払金の返済による支出 △27,306 △12,528

　９　自己株式の取得による支出 △530 △471

　10　その他 △221 △45

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 115,453 △1,186,203

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額(△減少額) 431,285 △658,407

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,039,323 3,470,608

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 3,470,608 2,812,201
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重要な会計方針

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券

　時価のあるもの

　　期末日の市場価格等に基づく時価法によっ

ております。なお、評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均

法によっております。

その他有価証券

　時価のあるもの

同左

　時価のないもの

　　移動平均法による原価法によっております。

　時価のないもの

同左

２　棚卸資産の評価基準及び評価方法①　商品

　(イ)　壁装材等内装材料

　　　　　総平均法による原価法

①　商品

　(イ)　壁装材等内装材料

同左

　(ロ)　事務用品等

　　　　　最終仕入原価法

　(ロ)　事務用品等

同左

②　貯蔵品

　　　　最終仕入原価法

②　貯蔵品

同左

３　固定資産の減価償却の方法 ①　有形固定資産及び賃貸用不動産

　　　定率法(平成10年４月１日以降に取得した建

物(附属設備を除く)については定額法)に

よっております。なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

　　　　建物　　　　　　31年～50年

　　　　工具器具備品　　５年～15年

①　有形固定資産及び賃貸用不動産

同左

②　無形固定資産

　　　定額法によっております。なお、主な耐用年数

は以下のとおりであります。

　　　　自社利用のソフトウェア

５年

②　無形固定資産

同左

③　長期前払見本帳費

　　　「商品見本帳の会計処理」をご参照下さい。

③　長期前払見本帳費

同左
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前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

４　引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　　　債権の貸倒れに備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の

特定の債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上しており

ます。

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　　　従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌

期の賞与支給見込額のうち当期に負担す

べき額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　退職給付引当金

　　　適格退職年金制度の廃止に伴い、従業員の退

職時に支払う年金資産の積立額が退職一

時金額に不足する場合の不足額を計上し

ております。

③　退職給付引当金

同左

５　商品見本帳の会計処理 製作完了前の商品見本帳にかかる製作費

用は、見本帳製作仮勘定として計上してお

り、製作完了後の商品見本帳にかかる製作

費用の処理は、次のとおりであります。

(イ)定期的に改訂を行う商品見本帳の製作費

用は、「長期前払見本帳費」として計上

し、商品見本帳の改訂時から次期改訂時ま

での期間に応じ均等償却を行っておりま

す。

　　なお、そのうち１年内に費用となるべき額

は、流動資産「前払見本帳費」として計上

しております。

同左

(ロ)随時に発行する商品見本帳の製作費用は、

商品見本帳配布時の費用として計上して

おり、未配布の商品見本帳にかかる費用は

流動資産「前払見本帳費」に含めて計上

しております。
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前事業年度

(自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日)

当事業年度

(自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日)

６　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

同左

７　ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

金利スワップ及び金利キャップについて、

特例処理の適用要件を満たしている場合

には、特例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引について、特例処理の適

用要件を満たしている場合には、特例処理

を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ及び金利キャップ

ヘッジ対象　借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金

③　ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限及び取引

限度額を定めた内部規程に基づき、一部の

借入金について金利変動リスクをヘッジ

しております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性の評価方法

特例処理の要件を満たしているため、ヘッ

ジ有効性の評価を行っておりません。

④　ヘッジ有効性の評価方法

同左

８　キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

手許現金、要求払預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価格の変動について僅少な

リスクしか負わない、取得日から３ヶ月以

内に満期日の到来する短期投資からなっ

ております。

同左

９　その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

①　消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式を採用して
おります。

①　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用し
ております。
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(会計処理方法の変更)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日 
  至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準)

当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」(「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企

業会計審議会　平成14年８月９日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第６

号　平成15年10月31日)を適用しております。

これにより、経常損失は142千円減少、税引前当期純損失は

564,044千円増加しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接控除しております。

―――――――

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」(企業会計基準第５号　平成17年12月９日)及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」(企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月９

日)を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は7,793,371千円で

あります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸

借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。

―――――――

――――――― (有形固定資産の減価償却方法)

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律　平成

19年３月30日　法律第６号)及び(法人税法施行令の一部を

改正する政令　平成19年３月30日　政令第83号))に伴い、平

成19年４月１日以降に取得したものについては、改正後の

法人税法に基づく定額法、定率法に変更しております。

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。
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(表示方法の変更)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の売

却による収入」は、前期まで投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりましたが、金額

的重要性が増したため区分掲記しております。

なお、前期の「その他」に含まれている「投資有価証券の

売却による収入」は2千円であります。

前期まで特別損失として区分掲記しておりました「固定資

産除却損」は金額的重要性が乏しいため、当期から営業外

費用の「雑損失」に含めて表示しております。

なお、当期の「雑損失」に含まれている「固定資産除却

損」は509千円であります。

前期まで区分掲記しておりました財務活動によるキャッ

シュ・フローの「配当金の支払額」は金額的重要性に乏し

いため、当期から財務活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しております。

なお、当期の「その他」に含まれている「配当金の支払

額」は221千円であります。

営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産購入等支

払手形の増加額」は、前期まで営業活動によるキャッシュ

・フローの「その他」に含めて表示しておりましたが、金

額的重要性が増したため区分掲記しております。

なお、前期の「その他」に含まれている「固定資産購入等

支払手形の増加額」は59,123千円であります。

――――――― 投資活動によるキャッシュ・フローの「保険積立金の解約

等による収入」は、前期まで投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりましたが、金額

的重要性が増したため区分掲記しております。

なお、前期の「その他」に含まれている「保険積立金の解

約等による収入」は1,264千円であります。

　

EDINET提出書類

リリカラ株式会社(E02743)

有価証券報告書

49/75



注記事項

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成18年12月31日)
当事業年度

(平成19年12月31日)

※１金融機関休業日満期手形については、手形交換日に入出金

の処理を行う方法によっておりますが、平成18年12月31日

は、金融機関の休業日に当たるため、同日満期手形が次のと

おり期末残高に含まれております。

受取手形 52,283千円

支払手形 30,341千円

受取手形割引高 55,455千円

※１金融機関休業日満期手形については、手形交換日に入出金

の処理を行う方法によっておりますが、平成19年12月31日

は、金融機関の休業日に当たるため、同日満期手形が次のと

おり期末残高に含まれております。

受取手形 117,329千円

支払手形 29,748千円

受取手形割引高 43,017千円

※２　担保に供している資産

建物 886,188千円

土地 1,281,467千円

賃貸用不動産 170,135千円

計 2,337,791千円

　　　上記に対応する債務

短期借入金 2,190,000千円

１年内返済予定の
長期借入金

718,160千円

長期借入金 284,860千円

計 3,193,020千円

　　上記のほか、営業保証金の代用として投資有価証券55,389千

円を供しております。

　　　

※２　担保に供している資産

受取手形 990,201千円

建物 831,324千円

土地 1,281,467千円

賃貸用不動産 164,021千円

計 3,267,014千円

　　　上記に対応する債務

短期借入金 1,753,142千円

１年内返済予定の
長期借入金

268,160千円

長期借入金 175,700千円

計 2,197,002千円

　　上記のほか、営業保証金の代用として投資有価証券36,494千

円を供しております。

　３　当座借越契約

　　運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座借越契

約を締結しております。これら契約に基づく当期末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

当座借越契約の総額 1,820,000千円

借入実行残高 1,610,000千円

借入未実行残高 210,000千円

　３　当座借越契約

　　運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座借越契

約を締結しております。これら契約に基づく当期末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

当座借越契約の総額 1,030,000千円

借入実行残高 1,030,000千円

借入未実行残高 －千円

　４　偶発債務

　　従業員15名の銀行からの借入債務に対して債務保証を行っ

ており、保証債務残高は9,603千円であります。

　４　偶発債務

　　従業員12名の銀行からの借入債務に対して債務保証を行っ

ており、保証債務残高は13,846千円であります。

※５　受取手形割引高 1,890,603千円※５　受取手形割引高 2,334,204千円
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(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

※１　見本帳費製作等振替高の内訳 ※１　見本帳費製作等振替高の内訳

　　商品見本帳製作のための
　　振替高

349,946千円
　　商品見本帳製作のための
　　振替高

505,308千円

　　販売費及び一般管理費への
　　振替高

　　販売費及び一般管理費への
　　振替高

広告宣伝費 241,260千円

その他 10,278千円

計 601,485千円

広告宣伝費 177,043千円

その他 9,197千円

計 691,549千円

※２　固定資産除却損の内訳 ―――――――

建物 365千円

車両運搬具 95千円

工具器具備品 1,565千円

計 2,025千円

※３　減損損失 ※３　減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて
減損損失を計上しております。

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて
減損損失を計上しております。

主な用途 種類 場所
減損損失の金
額(千円)

インテリア事
業用資産

建物、工具器具 東北地区 218,095

備品、前払見本 中国地区 138,299

本帳費、長期前 九州地区 177,978

払見本帳費、フ

ァインス・リー

ス、その他

賃貸用
資産

賃貸用土地
北海道
地区

9,054

賃貸用建物 中部地区 6,918

九州地区 7,868

遊休資産 賃貸用土地 東北地区 5,972

賃貸用建物

計 564,187

当社は、管理会計上の区分である事業別、地区別を基礎とし
て、又、賃貸用資産、遊休資産については個々の物件単位ご
とに資産グループを決定しております。
当事業年度において、長引く原油価格の高騰による仕入れ
価格の上昇等による市況の悪化により継続して営業損失を
計上している資産グループ及び、市場価格が著しく下落し
た賃貸用資産、遊休資産の資産グループについて帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として
特別損失に計上しております。

主な用途 種類 場所
減損損失の金
額(千円)

インテリア事
業用資産

前払見本帳費、長期
前払見本帳費

東北地区 61,519

当社は、管理会計上の区分である事業別、地区別を基礎とし
て、又、賃貸用資産、遊休資産については個々の物件単位ご
とに資産グループを決定しております。
当事業年度において、住宅着工戸数の減少の影響を大きく
受けた資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上して
おります。　

種類 減損損失の金額(千円)

前払見本帳費 42,644

長期前払見本帳費 18,874

計 61,519
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　 前事業年度
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

種類 減損損失の金額(千円)

建物 15,438

工具器具備品 29,549

土地 3,287

ソフトウェア 23,266

賃貸用土地 15,343

賃貸用建物 14,469

長期前払見本帳費 57,124

前払見本帳費 225,307

ファイナンス・リース 176,079

その他 4,320

計 564,187

なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値と比較
した結果、正味売却価額により測定しております。正味売却
価額は不動産鑑定評価に基づいて、算定しております。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

発行済株式

　普通株式 12,662,100 － － 12,662,100

　Ａ種無議決権
　種類株式

－ 3,250,000 － 3,250,000

合計 12,662,100 3,250,000 － 15,912,100
　

(注)　平成18年11月17日開催の臨時株主総会決議により、第三者割当による新株発行を決議したことで、同年11月30日付

け、Ａ種無議決権種類株式3,250,000株が増加しております。

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

自己株式

　普通株式 330,270 1,900 － 332,170

合計 330,270 1,900 － 332,170
　

(注)　普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加によるものであります。

　
３　新株予約権等に関する事項

新株予約権の
内訳

新株予約権の目
的となる株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業年度末
残高(千円)前事業年度末 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末

第一回
新株予約権

Ｂ種無議決権
種類株式

－ 3,250,000 － 3,250,000 5,000

合計 － 3,250,000 － 3,250,000 5,000

(注)　第一回新株予約権の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

　
４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。
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当事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

発行済株式

　普通株式 12,662,100 － － 12,662,100

　Ａ種無議決権
　種類株式

3,250,000 － － 3,250,000

合計 15,912,100 － － 15,912,100
　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

自己株式

　普通株式 332,170 2,200 － 334,370

合計 332,170 2,200 － 334,370
　

(注)　普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加によるものであります。

　
３　新株予約権等に関する事項

新株予約権の
内訳

新株予約権の目
的となる株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業年度末
残高(千円)前事業年度末 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末

第一回
新株予約権

Ｂ種無議決権
種類株式

3,250,000 － － 3,250,0005,000

合計 3,250,000 － － 3,250,0005,000

　
４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。

　

(キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,470,608千円

現金及び現金同等物 3,470,608千円

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係　

現金及び預金勘定 2,812,201千円

現金及び現金同等物 2,812,201千円

　

EDINET提出書類

リリカラ株式会社(E02743)

有価証券報告書

54/75



(リース取引関係)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損

損失累計額相当額及び期末残高相当額

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損

損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

減損損失
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

機械及び装置 1,868,8761,649,181101,516118,178

工具器具備品 452,665193,26874,562184,834

ソフトウェア 303,044140,709 － 162,334

合計 2,624,5861,983,159176,079465,347

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

減損損失
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

機械及び装置 1,068,944102,756101,516864,671

工具器具備品 469,286246,68274,562148,041

ソフトウェア 282,725178,629 － 104,095

合計 1,820,956528,068176,0791,116,809

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 322,863千円

１年超 358,370千円

合計 681,233千円

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 349,305千円

１年超 912,308千円

合計 1,261,614千円

リース資産減損勘定の期末残高　　　 176,079千円 リース資産減損勘定の期末残高　　　 130,062千円

　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 402,581千円

リース資産減損勘定の取崩額 －千円

減価償却費相当額 362,540千円

支払利息相当額 19,902千円

減損損失 176,079千円

　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 407,205千円

リース資産減損勘定の取崩額 46,016千円

減価償却費相当額 327,154千円

支払利息相当額 21,422千円

減損損失 －千円

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっております。

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっ

ております。

減価償却費相当額の算定方法

同左

 

利息相当額の算定方法

同左
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(有価証券関係)

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前事業年度
（平成18年12月31日）

当事業年度
（平成19年12月31日）

取得原価
(千円)

貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)
取得原価
(千円)

貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

　①　株式 204,371778,355573,984155,052492,592337,539

　②　債券 － － － － － －

　③　その他 － － － － － －

小計 204,371778,355573,984155,052492,592337,539

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

　①　株式 4,366 4,270 △95 19,061 16,912△2,149

　②　債券 － － － － － －

　③　その他 － － － － － －

小計 4,366 4,270 △95 19,061 16,912△2,149

合計 208,737782,625573,888174,114509,505335,390

　

２　前事業年度及び当該事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

売却損益の合計金額の重要性が乏しいため、注記省略しております。

当事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

115,346 75,600 －

　

３　時価評価されていない有価証券

その他有価証券

種類

前事業年度
（平成18年12月31日）

当事業年度
（平成19年12月31日）

貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円)

割引金融債 36,504 19,621

非上場株式 9,191 9,191

計 45,695 28,812
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４　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

前事業年度
（平成18年12月31日）

当事業年度
（平成19年12月31日）

種類
１年以内
(千円)

１年超５年
以内(千円)

５年超10年
以内(千円)

10年超
(千円)

１年以内
(千円)

１年超５年
以内(千円)

５年超10年
以内(千円)

10年超
(千円)

債券

　割引金融債 36,504 － － － 19,621 － － －

(注)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

有価証券の減損にあたっては時価が取得原価に比べて50％

以上下落した場合には、回復する見込みのないほど著しい

下落があったものとみなして、減損処理を行っております。

また、取得原価に対する個々の銘柄の有価証券の時価の下

落率が２期連続で30％以上50％未満であった場合にも、当

該有価証券は回復する見込みのないほど著しい下落である

ものとみなして、減損処理を行います。

当期において、その他有価証券で時価のある株式について

5,801千円の減損処理を行っております。

有価証券の減損にあたっては時価が取得原価に比べて50％

以上下落した場合には、回復する見込みのないほど著しい

下落があったものとみなして、減損処理を行っております。

また、取得原価に対する個々の銘柄の有価証券の時価の下

落率が２期連続で30％以上50％未満であった場合にも、当

該有価証券は回復する見込みのないほど著しい下落である

ものとみなして、減損処理を行います。
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(デリバティブ取引関係)

１　取引の状況に関する事項

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(1) 取引の内容

デリバティブ取引として、金利スワップ取引及び金利

キャップ取引を利用しております。

(1) 取引の内容

デリバティブ取引として、金利スワップ取引を利用してお

ります。

(2) 取引に関する取組方針

デリバティブ取引は、将来の金利変動リスクをヘッジする

ことを目的としており、投機的及び短期的な売買取引は行

わない方針であります。

(2) 取引に関する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

金利スワップ取引及び金利キャップ取引は、借入金利の将

来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避

する目的で利用しております。

①　ヘッジ会計の方法

金利スワップ及び金利キャップ取引について特例処理の

適用要件を満たしている場合には、特例処理を採用してお

ります。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ及び

金利キャップ

ヘッジ対象　　借入金

③　ヘッジ方針

一部の借入金について金利変動リスクをヘッジしており

ます。

④　ヘッジ有効性評価の方法

特例処理の要件を満たしているため、ヘッジ有効性の評価

を行っておりません。

(3) 取引の利用目的

金利スワップ取引は、借入金利の将来の金利市場における

利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用してお

ります。

 

①　ヘッジ会計の方法

金利スワップについて特例処理の適用要件を満たしてい

る場合には、特例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金

 

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4) 取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引及び金利キャップ取引の契約先は、いず

れも信用度の高い国内の金融機関であるため、契約不履行

によるリスクもほとんどないものと認識しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内

の金融機関であるため、契約不履行によるリスクもほとん

どないものと認識しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引に関する権限及び取引限度額を定めた

内部規定に基づき、担当役員及び社長の承認を受けた後、

経理部にて実行、管理されております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくま

でデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該

金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量、又は信

用リスク量を示すものではありません。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

　

２　取引の時価等に関する事項

前事業年度(平成18年12月31日)

デリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。

　

当事業年度(平成19年12月31日)

デリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。
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(退職給付関係)

前事業年度（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、平成15年４月より適格退職年金制度から確定拠出金制度と前払金制度のいずれかを選択する

制度に移行しております。

なお、従来の適格退職年金制度については、平成15年３月31日現在における退職一時金額を確定し、年

金資産を従業員に分配するとともに、年金資産が退職一時金額に不足する場合の不足額は退職時に支払

うこととしております。

　

２　退職給付債務に関する事項

当事業年度末における退職給付引当金589,638千円は、「１　採用している退職給付制度の概要」に記

載した年金資産が退職一時金額に不足する場合の当該不足額であります。

　

３　退職給付費用に関する事項

（1）前払金支給額 82,837千円

（2）確定拠出金への掛金支払額 31,864千円

（3）退職給付費用 114,701千円

　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

該当事項はありません。

　

当事業年度（自 平成19年１月１日　至 平成19年12月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、平成15年４月より適格退職年金制度から確定拠出金制度と前払金制度のいずれかを選択する

制度に移行しております。

なお、従来の適格退職年金制度については、平成15年３月31日現在における退職一時金額を確定し、年

金資産を従業員に分配するとともに、年金資産が退職一時金額に不足する場合の不足額は退職時に支払

うこととしております。

　

２　退職給付債務に関する事項

当事業年度末における退職給付引当金584,372千円は、「１　採用している退職給付制度の概要」に記

載した年金資産が退職一時金額に不足する場合の当該不足額であります。

　

３　退職給付費用に関する事項

（1）前払金支給額 84,268千円

（2）確定拠出金への掛金支払額 32,234千円

（3）割増退職金 101,437千円

　　 退職給付費用合計 217,939千円

　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

該当事項はありません。

　

(税効果会計関係)

　

前事業年度
（平成18年12月31日）

当事業年度
（平成19年12月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　税務上の繰越欠損金 494,748千円

　退職給付引当金繰入限度超過額 239,393

　貸倒引当金繰入限度超過額 79,213

　差入保証金評価損否認 58,246

　商品評価損否認 49,699

　賞与引当金繰入限度超過額 62,239

　未払事業所税 13,469

　減損損失 229,002

　その他 6,152

繰延税金資産小計 1,232,165

評価性引当額 △1,232,165

繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債

　固定資産圧縮積立金 41,454

　土地圧縮積立金 71,832

　その他有価証券評価差額金 232,998

繰延税金負債合計 346,286
　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　税務上の繰越欠損金 526,552千円

　退職給付引当金 237,255

　貸倒引当金 109,994

　差入保証金評価損 59,586

　割増退職金 41,183

　商品評価損 84,394

　賞与引当金 29,150

　関係会社出資金評価損 27,712

　未払事業所税 13,479

　減損損失 138,263

　その他 6,763

繰延税金資産小計 1,274,331

評価性引当額 △1,274,331

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債

　固定資産圧縮積立金 39,016

　土地圧縮積立金 71,832

　その他有価証券評価差額金 136,168

繰延税金負債合計 247,016
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間の重要な差異の原因となった主な原因別の内訳

法定実効税率 △40.6％

交際費等永久に損金に
算入されない項目

2.1

住民税均等割額 6.3

評価性引当額 38.2

その他 0.0

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

6.0

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間の重要な差異の原因となった主な原因別の内訳

法定実効税率 △40.6％

交際費等永久に損金に
算入されない項目

10.8

住民税均等割額 36.4

評価性引当額 28.1

その他 0.1

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

34.8

　

(持分法損益等)

前事業年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

該当事項はありません。
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【関連当事者との取引】

前事業年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

１　役員及び個人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所

資本金
又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
する会社等
(当該会社等
の子会社を
含む)

㈲ヤマサカ
エ商事

東京都
狛江市

40,600不動産
管理業

－兼任
１名

倉庫の
賃借

建物の賃借 9,714前払費用

差入
保証金

850
10,200

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １　当社役員山田大補及びその近親者が議決権の100％を直接保有しております。

２　賃借料は、近隣の取引実勢を勘案して決定しております。

３　取引金額は消費税を含まず、前払費用の期末残高は消費税を含んでおります。

　

当事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

１　役員及び個人主要株主等

属性 氏名 職業

議決権等
の所有
割合
(％)

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

監査役 山口健一 弁護士 －顧問料の支払 1,200 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １　顧問料は、取引相場を勘案して決定しております。

２　取引金額は消費税等を含んでおりません。

　

属性
会社等
の名称

住所

資本金
又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
する会社等
(当該会社等
の子会社を
含む)

㈲ヤマサカ
エ商事

東京都
狛江市

40,600不動産
管理業

－兼任
１名

倉庫の
賃借

建物の賃借 9,714前払費用

差入
保証金

850
10,200

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １　当社役員山田大補及びその近親者が議決権の100％を直接保有しております。

２　賃借料は、近隣の取引実勢を勘案して決定しております。

３　取引金額は消費税等を含まず、前払費用の期末残高は消費税等を含んでおります。
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(企業結合等関係)

前事業年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

　
前事業年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 500円21銭 １株当たり純資産額 478円16銭

１株当たり当期純損失 71円34銭 １株当たり当期純損失 13円00銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式

は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載し

ておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式

は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載し

ておりません。

(注)１.　１株当たり純資産額の計算にあたっては、Ａ種無議決権種類株式を普通株式と同等の株式として取り扱ってお

ります。

　  ２.  １株当たり当期純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。なお、Ａ種無議決権種類株式については普

通株式と同等の株式として取り扱っております。

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり当期純損失

　当期純損失（千円） 900,114 202,569

　普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
　ない金額（千円）

－ －

　普通株式及び普通株式と同等の株式に係る
　当期純損失（千円）

900,114 202,569

　普通株式及び普通株式と同等の株式の期中
　平均株式数の種類別内訳（株）
　　　　　　　普通株式
　　　　　　　Ａ種無議決権種類株式
　　　　　　　計

12,331,138
284,931

12,616,069

12,328,694
3,250,000
15,578,694

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要

第１回新株予約権（新株予約権
の数50個）。これらの概要は、
「第４提出会社の状況　１株式等
の状況　(2)新株予約権等の状
況」に記載の通りであります。

同　左

　

(後発事象)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

――――――― ―――――――
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

その他有価証券

丸紅㈱ 185,194 146,859

㈱三井住友フィナンシャルグループ 97 81,808

㈱みずほフィナンシャルグループ 115 61,442

東建コーポレーション㈱ 12,000 54,600

㈱大京 86,535 28,210

三菱鉛筆㈱ 18,151 27,698

㈱リンガーハット 13,915 20,121

日本製粉㈱ 34,163 14,656

アキレス㈱ 88,313 12,628

コクヨ㈱ 12,007 12,127

その他35銘柄 199,997 58,543

計 650,487 518,696

　

【債券】

　

銘柄 券面総額(千円) 貸借対照表計上額(千円)

(有価証券)

その他有価証券

　割引商工債券 19,680 19,621

計 19,680 19,621
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

　建物 4,230,18811,2242,2324,239,1803,105,83779,7631,133,342

　構築物 134,040 － － 134,040120,2551,76913,785

　機械及び装置 220,494 － － 220,494208,8521,03311,641

　車両運搬具 53,3413,114 5,56050,89545,5403,141 5,354

　工具器具備品 683,89816,63114,104686,425634,42310,84052,002

　土地 2,179,2646,200 － 2,185,464－ － 2,185,464

有形固定資産計 7,501,22837,17021,8977,516,5014,114,90996,5473,401,591

無形固定資産

　ソフトウェア 206,57711,124 － 217,701150,72936,54666,971

　電話加入権 42,096 － － 42,096 － － 42,096

無形固定資産計 248,67411,124 － 259,798150,72936,546109,068

投資その他の資産

　長期前払費用 2,687 1,306 － 3,994 1,904 515 2,089

　長期前払見本帳費 1,763,509
 

942,508
 

912,874
(　60,623)

1,793,144
 
1,090,651

 
882,458

 

[　541,214]
702,492

 

　　賃貸用不動産

　　　建物 508,603 － － 508,603323,7009,948184,903

　　　土地 95,290 － － 95,290 － － 95,290

　　　賃貸用不動産計 603,894 － － 603,894323,7009,948280,194

投資その他の資産計
2,370,091

 
943,815

 
912,874
(　60,623)

2,401,033
 
1,416,256

 
892,921

 

[　541,214]
984,776

 

繰延資産

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

(注) １　長期前払見本帳費の当期減少額の(　　)内の金額は、減損損失(内書)であります。

２　長期前払見本帳費の差引期末帳簿価額の[　　]内の金額は、１年内償却予定額(内書)であり、貸借対照表上は、流

動資産の「前払見本帳費」に含まれております。

３　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

  　長期前払見本帳費の増加　　　 カーテン商品見本帳製作費用 　　　　　　　　　　483,861千円

  　　　　　　　　　　　　　　　　 壁装材商品見本帳製作費用 　　　　　　　　　　　397,658千円

  　　　　　　　　　　　　　　　　 床材商品見本帳製作費用 　　　　　　　　　　　　 60,989千円

４　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　長期前払見本帳費の減少　　 当期において償却が完了したものであります。     

                                   カーテン商品見本帳製作費用 　　　　　　　　　　470,678千円

  　　　　　　　　　　　　　　　　 壁装材商品見本帳製作費用 　　　　　　　　　　　381,572千円
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【社債明細表】

　

銘柄 発行年月日
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(％) 担保 償還期限

第４回無担保社債
平成16年
３月31日

150,000
90,000

(　60,000)
0.75無担保社債

平成21年
３月31日

第５回無担保社債
平成16年
12月30日

180,000
120,000
(　60,000)

0.71無担保社債
平成21年
12月30日

合計 － 330,000
210,000

(　120,000)
－ － －

(注) １　当期末残高の(　)内の金額は、１年内に償還が予定されている社債であります。

２　貸借対照表日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
(千円)

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

償還予定額 120,000 90,000 － － －

　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 2,200,0001,790,002 2.2 －

１年以内に返済予定の長期借入金 802,160 268,160 1.9 －

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く。)

284,860 175,700 2.2
平成21年１月～
平成24年５月

その他の有利子負債 － － － －

合計 3,287,0202,233,862 － －

(注) １　「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとお

りであります。

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金 88,700 36,000 36,000 15,000

　

【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額 当期末残高
(千円)目的使用(千円) その他(千円)

貸倒引当金 385,062 139,907 24,709 60,324 439,935

賞与引当金 153,300 71,800 153,300 － 71,800

(注) １　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権について貸倒実績率を適用したことによる戻入額及び債

権回収に伴う取崩額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部

１　現金及び預金

　

区分 金額(千円)

現金 45,392

預金

当座預金 1,694,229

普通預金 772,251

定期預金 300,000

別段預金 327

預金計 2,766,809

合計 2,812,201

　

２　受取手形

(イ)相手先別内訳

　

相手先 金額(千円)

佐藤㈱ 173,009

㈱ホシノ 136,212

㈱イシカワ 120,604

㈱トルハート 118,931

㈱ウツミ 118,896

その他 2,985,896

合計 3,653,551
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(ロ)期日別内訳

　

期日 金額(千円)

平成20年１月 452,528

　　　　２月 257,183

　　　　３月 907,259

　　　　４月 1,479,737

　　　　５月 508,482

　　　　６月以降 48,360

合計 3,653,551

　

３　売掛金

(イ)相手先別内訳

　

相手先 金額(千円)

アメリカンファミリー ライフ アシュアランス 
カンパニー オブ コロンバス

191,708

シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 176,368

㈱ワタナベ 165,465

㈱サタケ 148,119

住友三井オートサービス㈱ 141,046

その他 5,723,013

合計 6,545,722

　

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

前期繰越高(千円)

(Ａ)

当期発生高(千円)

(Ｂ)

当期回収高(千円)

(Ｃ)

次期繰越高(千円)

(Ｄ)

回収率(％)
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

6,647,34748,479,97048,581,5956,545,722 88.13 49.66

(注)　当期発生高には、消費税等が含まれております。
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４　商品

　

品目 金額(千円)

内装材料

壁装材 1,133,409

カーテン 807,582

床材 638,684

その他 12,992

小計 2,592,668

事務用品等

文房具等 16,871

合計 2,609,540

　

５　貯蔵品

　

明細 金額(千円)

商品ラベル他 446

合計 446

　

６　差入保証金

　

明細 金額(千円)

建物等賃借保証金 2,229,263

ゴルフクラブ、レジャー施設等入会保証金 138,120

営業保証金 192,718

その他 3,098

合計 2,563,200
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負債の部

１　支払手形

(イ)支払先別内訳

　

相手先 金額(千円)

立川ブラインド工業㈱ 422,458

ロンシール工業㈱ 287,777

㈱ヨコタ 166,545

日本ウェーブロック㈱ 129,477

㈱ニチベイ 120,971

その他 1,557,079

合計 2,684,310

　

(ロ)期日別内訳

　

期日 金額(千円)

平成20年１月 723,166

　　　　２月 697,437

　　　　３月 672,330

　　　　４月 591,376

合計 2,684,310

　

２　買掛金

　

相手先 金額(千円)

㈱メタルワン 1,455,863

三菱商事㈱ 1,397,718

住友商事ケミカル㈱ 1,262,566

丸紅インテックス㈱ 1,228,909

豊田通商㈱ 1,180,629

その他 3,853,498

合計 10,379,186
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３　固定資産購入等支払手形

(イ)支払先別内訳

相手先 金額(千円)

㈱ウチダ 194,210

㈱さら 73,034

㈱尾石 163

合計 267,409

(ロ)期日別内訳

期日 金額(千円)

平成20年１月 60,915

　　　　２月 62,278

　　　　３月 103,949

　　　　４月 40,265

合計 267,409

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 ３月中

基準日 12月31日

株券の種類 100,000株券、10,000株券、1,000株券、500株券、100株券、100株未満株券

剰余金の配当の基準日 12月31日、６月30日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え

　　取扱場所
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号
住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
大阪市中央区北浜４丁目５番33号
住友信託銀行株式会社

　　取次所 住友信託銀行株式会社　全国本支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り

　　取扱場所
東京都千代田区丸の内１丁目４番４号
住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
大阪市中央区北浜４丁目５番33号
住友信託銀行株式会社

　　取次所 住友信託銀行株式会社　全国本支店

　　買取手数料 株式の売買委託手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法
電子公告により行います。やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合
は、日本経済新聞に掲載して行います。

株主に対する特典 有

(注)　平成18年11月17日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更が行われ、単元未満株主についての権利は次の

とおりとなりました。

(1)　当会社の普通株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権

利を行使することができない。

①　法令により定款をもってしても制限することができない権利

②　株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

③　その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を、自己に売り渡すことを当会社に請求す

ることができる権利に基づく、単元未満株式の売渡請求をする権利

(2)　当会社のＡ種無議決権種類株主及びＢ種無議決権種類株主は、その有する単元未満株主について、次に掲げる権

利以外の権利を行使することができない。

①　法令により定款をもってしても制限することができない権利

②　株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

　

(1) 有価証券報告書の訂正報告書

事業年度　第65期(自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日)

平成19年３月23日関東財務局長に提出

　

(2) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第66期(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

平成19年３月30日関東財務局長に提出

　

(3) 半期報告書

事業年度　第67期中(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

平成19年９月21日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年３月29日

　

リ リ カ ラ 株 式 会 社

取 締 役 会　御中

　

監査法人　トーマツ

　

指定社員

業務執行社員
公認会計士　　堤　　　　　佳　　史　　㊞

　

指定社員

業務執行社員
公認会計士　　芝　　田　　雅　　也　　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

るリリカラ株式会社の平成１８年１月１日から平成１８年１２月３１日までの第６６期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を

行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、リリ

カラ株式会社の平成１８年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準が適用されることと

なったため、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　

　

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成２０年３月２８日

　

リ リ カ ラ 株 式 会 社

取 締 役 会　御中

　

監査法人　トーマツ

　

指定社員

業務執行社員
公認会計士　　中　　川　　幸　　三　　㊞

　

指定社員

業務執行社員
公認会計士　　芝　　田　　雅　　也　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられているリリカラ株式会社の平成１９年１月１日から平成１９年１２月３１日までの第６７期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表につい

て監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意

見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、リリ

カラ株式会社の平成１９年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　

　

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。

　

EDINET提出書類

リリカラ株式会社(E02743)

有価証券報告書

75/75


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２仕入及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４事業等のリスク
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動
	７財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)所有者別状況
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	(8)ストックオプション制度の内容

	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	(1)株主総会決議による取得の状況
	(2)取締役会決議による取得の状況
	(3)株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	(4)取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４株価の推移
	(1)最近５年間の事業年度別最高・最低株価
	(2)最近６箇月間の月別最高・最低株価

	５役員の状況
	６コーポレート・ガバナンスの状況

	第５経理の状況
	1財務諸表等
	(1)財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③株主資本等変動計算書
	④キャッシュ・フロー計算書
	関連当事者との取引

	⑤附属明細表
	有価証券明細表
	株式
	債券
	有形固定資産等明細表
	社債明細表
	借入金等明細表
	引当金明細表


	(2)主な資産及び負債の内容
	(3)その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

